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医学研究においては、十分な実験データに基づいて普遍

的な結論を得るための努力が不可欠である。一方、21 世

紀の医療の大きな目標として個別化医療が注目されてい

る。テーラーメイド医療という言葉に代表されるように、

同じような病気であってもそれぞれの個人に対応した治療

を行うべきであるとの考え方である。遺伝的背景が異なる

ために、ある人には奏効する薬が、他の人には全く効かな

かったり、場合によっては重篤な副作用をもたらすことが

ある。それぞれの個人にとって最適な治療法を選択できる

ようになることは、患者さんにとってはとても大きな福音

である。

医療は個人の問題

今までの医療は、それぞれの患者さんの訴えからどのよ

うな疾患のグループに分類できるかを判断して、その中で

最も有効と考えられる治療法を選択してきた。例えば風邪

に対する対処療法としての解熱剤や鎮咳剤などの投与な

どがその代表的なものである。エビデンスに基づく医療

（Evidence-Based Medicine）という言葉に代表されるよ

うに、いかに普遍的な治療法を確立するかが重要であった。

その際に、治療薬の効果は個人によって当然異なるので、

その有効性を証明する方法として大規模なランダム化試験

が行われている。個人差に基づくデータのばらつきをデー

タの数で補う方法で、これは薬剤の有効性を統計学的に立

証するために不可欠の手法と考えられている。

このようにして治療薬の効果が認められると、次の段階

としてその治療法を実際の治療に組み込んでいくための作

業が必要になる。これは、一度普遍化した治療の概念をそ

れぞれの患者に適した個別の治療へと修正するための手順

であり、一昔前までは医師の匙加減とされてきた。最近の

個別化医療の考え方は、まさにこの部分に科学的なアプ

ローチを求めていると言える。

最近、各専門学会で疾患ごとに標準的な診療体系を確立

するための取組みが進んでいる。しかし、包括医療と呼ば

れる定額医療費の導入ともあいまって、逆に個々の患者さ

んへの対応が不適切と思われる場面も見られる。包括医療

では病名によって一定の診療報酬額が設定されるためか、

末期がんだとして何も検査を行わないで早期に退院を進め

られたという話が聞こえてくる。元来、医療とはきわめて

個別的なものであり、これを無理やり普遍化することはど

こかでひずみが生じるのではないかと懸念している。

放射線と個人差

ところで、放射線の生体影響に個人差があることは以

前から経験的に知られていた。放射線治療における重篤

な副作用の出現は、この個人差に基づくところが大きい。

その遺伝的背景を明らかにすることができれば、治療す

る前に副作用のリスクを回避できるという大きなメリッ

トがある。最近、放射線腫瘍学会との連携により、この

ための研究プロジェクトが進行していると聞いているが、

その成果を大いに期待したい。

放射線治療の効果にも個人による差があることは、よ

く経験されてきたところである。同じ部位に発生した同

じような組織型の癌であっても、その病態が個人によっ

て異なるのは当然であり、放射線治療の反応性も異なる

ことが予測される。このような状況で、治療法の有効性

を立証するためにランダム化試験を行うことは決して現

実的ではない。昨年の本誌 1 月号で理化学研究所の豊島

久真男博士が、重粒子線治療の臨床研究が始まった頃に

ランダム化試験を行うべきではないかとの議論に反対し

たと述べておられるが、まさに卓見であったと思う。統

計学的な有意差を出すためには膨大な数の臨床データが

必要となり、その影で多くの患者さんに迷惑をかける事

態になっていたかもしれない。

医療における普遍化と個別化の議論は始まったばかりで

ある。放射線の医学利用においても、個体差を考慮してき

ちんとしたエビデンスを出す作業が重要である。そのため

には利用できるあらゆる情報や手法を駆使して、説得力の

あるデータを提供していく努力が求められている。遺伝子

発現解析や分子イメージング研究などは、まさにこの領域

で今後の展開に大きな期待が寄せられている分野である。

独立行政法人
放射線医学総合研究所
理事長　米倉義晴

普遍化と個別化
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1.はじめに

2007 年 5 月 21 日から 25 日まで、オーストリア・ウイー

ン国際センター内会議場で開催された「原子放射線の影

響に関する国連科学委員会（United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation： 

UNSCEAR）第 55 回会合」の内容について報告する。

公式の報告書は、第 39 回原子力安全委員会定例会議（平

成 19 年 6 月 11 日）の資料として、内閣府原子力安全

委員会のウエブサイト（http：//www.nsc.go.jp/anzen/

shidai/genan2007/genan039/siryo39-1.pdf）で 公 表

されている。

出席者は、委員会加盟 21 カ国の代表、代表代理、

ア ド バ イ ザ ー、9 国 際 機 関（IAEA、UNEP、WHO、

IARC、EC、ICRU、ICRP、ISO、ICR）からのオブザーバー、

事務局、およびドラフト作成のコンサルタント等で総勢

約 110 名であった。日本からは、代表として米倉義晴

（放射線医学総合研究所理事長）、代表代理として丹羽太

貫（放射線医学総合研究所重粒子医科学センター副セン

ター長）、アドバイザーとして児玉和紀（放射線影響研

究所主席研究員）、三枝新（内閣府原子力安全委員会事

務局）、酒井一夫（放射線医学総合研究所放射線防護研

究センター長）、中野政尚（日本原子力研究開発機構核

燃料サイクル工学研究所放射線管理部環境監視課チーム

リーダー）、吉澤道夫（日本原子力研究開発機構原子力

科学研究所放射線管理部放射線計測技術課長）、吉永信

治（放射線医学総合研究所規制科学総合研究グループ

チームリーダー）の計 8 名が出席した。

2.会合の概要

今回の会合は、1997 年の第 46 回会合から日本代表を

務めた佐々木康人前代表に代わり、新代表の米倉義晴の

もとに日本代表団総勢 8 名で参加した。また、全体会合

の議長は昨年に引き続き、P. Burns 氏（オーストラリア

代表）が務めた。会合では、わが国の専門家によるドラ

フトの事前検討の結果を踏まえ、適宜、発言するととも

に、「R666；人以外の生物への放射線の影響」のサブグ

ループ会合メンバーとして貢献するなど、わが国の存在

感を示すことができた。

放射線の線源に関わる分野として、「R663；医療放射

線被ばく」、「R664；各種放射線源からの公衆及び作業者

の被ばく」、「R665；放射線事故からの被ばく」のテーマ

を検討した。議論の結果、これらの 3 つはデータの集約

及び正確さの確認がまだ十分でなく、さらなる修正が必

要であると結論された。

放射線の影響に関わる分野として、「R666；人以外の

生物への放射線の影響」、「R667；チェルノブイリ事故か

らの放射線による健康影響」のテーマを検討した。その

他、全体の文書を総括する「R668；放射線の線源と被ば

くの影響」のテーマも検討した。議論の結果、これら 3

つは文書の構成や内容等について問題点が残っており、

さらなる修正が必要であると結論された。

以上、6 つの文書については、今後さらなる改訂作業

を進め、来年の会合での最終承認をめざすことになった。

また、各国代表のみによる事務連絡会議および非公式会

談で、UNSCEAR での今後の活動、予算、新規加盟国

などに関する問題等、現在 UNSCEAR がかかえる諸問

題について意見交換を行った。これらについては今後、

さらに検討を進めることとなった。

次回の第 56 回会合は 2008 年 6 月 2 日（月）～ 6 日（金）

にウィーンで開催し、これに加えて UNSCEAR の直面

する多くの課題に対応するために、代表のみによる会議

が 6 月 10 日まで延長して開催されることが告知された。

しかし、会期に関わるその後の日程調整により、次回会

合は 2008 年 7 月 10 日（木）～18 日（金）に開催される予

定に変更された。

これまでと同様、我が国としては、国内でのドラフト

検討体制の強化を図ることはもとより、検討テーマに応

じた適切な専門家を代表団として派遣することなど、今

後とも UNSCEAR に十分に貢献していく必要がある。

3.開会セッション

議長の P. Burns 氏（オーストラリア）が開会を宣言し、

参加者に対して歓迎の言葉が表せられた。そして、ドイ

ツの W. Weiss 氏、日本の米倉義晴およびスーダンの A. 

Elgaylani 氏が新しく国代表となったこと、また、ペルー

の L. Ashton 氏およびフランスの J. Lacronique 氏が代

表として復帰したことが紹介された。続いて、前回の第

54 回会合と同様、全体会合では N. Gentner 氏（カナダ）

が副議長として、W. Weiss 氏（ドイツ）が書記として任

務にあたることが紹介された。さらに、UNSCEAR に

日本代表団として何度も参加し、50 周年記念事業で貢

献した土居雅広氏、及びチェルノブイリ事故のドラフト

のコンサルタントを務めていた J. Howe 氏が逝去された

ことを悼み、黙祷が捧げられた。また、会合初日の 17

時半よりウィーン国際センターのレストランにて参加者

全員を招待した歓迎会が行われることが案内された。議

事次第 UNSCEAR/55/1 が採択され、国連総会決議（A/

RES/61/109）に基づき引き続き知見の取りまとめを行っ

ていくことが確認された。

次いで、UNEP の P. Gilruth 氏が国連総会決議に対

してコメントを述べた。UNEP において多くの重要な

変化が起きていること、特に効率的で結果に基づく運

営（results-based management）を達成することが求め

られていることが紹介された。また、2006 年報告書刊

行のための資金を確保していること、今後の活動強化の

ための信託基金の設立を行っていることなどが紹介され

た。

4.作業グループ全体会合（1）

作業グループ会合開催に先立って、事務局の M. Crick

氏が報告書の内容および作業の進め方についての紹介を

行った。

（1）UNSCEAR 第 54 回会合で承認された附属書につい

ては種々の問題で刊行が遅れている。第一巻として今年

第三四半期にがん、非がん疾患の附属書が刊行され、第

二巻として今年第四四半期に非標的効果、免疫系への影

響、ラドンの附属書が刊行される予定となっている。

（2）作業計画と資源の間には大きな不釣合いが存在す

る。その大きな理由は、1990 年代には各国の研究機関は、

コンサルタントの報告書作成に対して無償で協力をして

いたが、今ではそのようなことがなされていないことで

ある。委員会では効率的な作業計画の準備が必要となっ

てきている。

（3）UNEP が 2007 年 5 月 21 日に一般信託基金を設立し、

2008-2009 年の通常予算はやや増加した。しかし、事務

局のスタッフ不足が膨大な量の報告書文書を検討するこ

とや準備することの障害となっている。

（4）委員会では今後数年間にわたり難題をかかえる。こ

れらは、国連の改革に関する国連総会決議が採択され委

員会の任務、報告、効率性などが精査されること、地球

温暖化への懸念に対し原子力発電の選択に関心が高まっ

ていることに関連している。したがって、今後数年間に

わたる戦略的な計画を立てる必要があり、非公式会合に

よりこれらの問題について議論することとなった。

（5）作業グループ会合での検討にあたり、これまでとの

継続性を考慮し、課題ごとに下記の議長を設定して議論

を進めることとした。

○ R663 F. Mettler（米国）  ○ R664  V. Holahan（米国）

○ R665 W. Weiss（ドイツ）  ○ R666  C. Meinhold（米国）

○ R667 A. González（アルゼンチン）

○ R668 P. Burns（オーストラリア）

「第55回国連科学委員会報告」

放射線医学総合研究所理事長
米倉　義晴
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5.作業グループ会合

5.1「医療放射線への被ばく」（R663）の検討

議長：F. Mettler（米国）

書記：R. Bradley（カナダ）

コンサルタント： K. Faulkner（英国）

 G. Ibbott（米国）

 M. Stabin（米国）

本報告書作成の目的は ､ 第 63 回国連総会への報告に

あるように、医療放射線被ばくのレベルと種々の放射線

医療手技の新たな動向について、科学的にしっかりした

根拠を提供することにある。

本文書は、会合四日目の午前午後の計 5 時間をかけて

議論された。会議の冒頭で議長から、（1）昨年より改善

がみられるが、図表など未完成部分がまだ多いこと、（2）

本体は重要部分について完結にまとめ、データ収集方法

や図表は付録として掲載すること、（3）報告書作成にあ

たって、コンサルタントへ更に具体的な指示が必要であ

ること、などが述べられた。

全般的な議論では、医療被ばくの線量として実効線量

を使用していることについて疑義が発せられたが、本報

告書ではリスク評価を目的として使用しているのではな

く、線量の経年変動などを示す目的で実効線量を使用し

ていると説明された。また、PET/CT などの普及により

今後更に被ばく線量が増す可能性があることや、多くの

国で医療放射線被ばくが自然放射線被ばくを超えてきて

いること、などが指摘された。

なお、本報告書を、診断用放射線、核医学、放射線治

療の 3 部に分けて作成する方針も確認され、それぞれに

ついて議論された。

診断用放射線に関する議論では、まずコンサルタント

の Faulkner 氏から進捗状況の説明があり、引き続いて

診断用放射線被ばくについての全般的な議論がなされ

た。なお、国際比較については、保健医療の発展度合か

ら国々をレベルⅠ～Ⅳの 4 群に分けて行ったことも説明

がなされた。全般的議論では、（1）放射線診断手技頻度

の平均値の示し方について、人口加重平均を用いること

とする、（2）UNSCEAR で今回行った調査データと論

文で発表されたデータの報告書における取り扱いについ

ては、調査データを中心に述べ、論文発表データは考察

に使用する、（3）検査当たりの実効線量は算術平均を用

いる、（4）レベルⅢ、Ⅳの国からのデータ提供は極端に

少ないため、これらの国については頻度も線量も解析を

行わずに記述のみに止める、の 4 点が了承された。

引き続き、パラグラフ毎の検討がなされた。なお、わ

が国からのコメントは議長に報告するとともに、コンサ

ルタントに追加文献を含めて直接手渡した。また、わが

国の CT 検査頻度の経年変動について追加資料の提出が

求められ、帰国後対応することとした。

核医学に関する議論では、まずコンサルタントの

Stabin 氏から進捗状況の説明があったが、前回のドラフ

トから本文には殆ど変更はないとのことであった。また、

UNSCEAR の調査結果について新たに作成された表に

ついて説明があった。全般的議論の主な要点として、（1）

標的臓器の線量についての情報収集を今回は行わない、

（2）治療の線量についても今回は触れない、（3）わが国

の核医学手技の経年変動データを提供し、報告書に含め

る、の 3 点が挙げられた。

時間の関係で、パラグラフ毎の検討は十分行われな

かった。わが国からのコメントは議長に報告するととも

に、コンサルタントに直接手渡した。

放射線治療に関する議論では、まずコンサルタントの

Ibott 氏から進捗状況について、各国からのコメントに従

い、ドラフトに修正を加えたとの説明があった。全般的

議論の主な要点は、（1）良性疾患の放射線治療は集団の

被ばく線量に影響を及ぼす可能性があるが、記載が不十

分であること、（2）ブラキセラピー（小線源療法）の線

量測定に困難性があること、（3）標的臓器以外への線量

についても記述されるべきである、の 3 点であった。本

項目についても、時間の関係で、パラグラフ毎の検討は

十分行われなかった。わが国からのコメントはコンサル

タントに直接手渡した。

最後に、本報告書は今年度中に完成させ、来年の会

合で最終チェックを受けて出版に向かう方針が確認さ

れた。そのためには、3 人のコンサルタントは調査デー

タの解析を本年 9 月までに完成させ、議長の Mettler

氏とともにドラフトを完成させて、来年 2 月を目処に

UNSCEAR のホームページに掲載して関係者からのコ

メントを受けることとなった。

5.2 「各種放射線源からの作業者及び公衆の被ばく」

（R664）の検討

議長：E. V. Holahan（米国）

書記：D. Whillans（カナダ）

コンサルタント： D. Melo（ブラジル）

　　　 E. Rochedo（ブラジル）

本文書は会合初日、二日目および三日目の 3 回（計 8

時間）に分けて議論された。冒頭、議長の Holahan 氏か

ら本報告書は分量が多く印刷物と CD データで構成され

ること、まだデータ欠損が多いことからさらに各国のデー

タの充実が必要であること等の発言があった。次にコン

サルタントから概略説明があり、公衆被ばくについては

2000 年報告書のデータの更新が中心であり平均値に変更

はないこと、職業被ばくについては、核燃料サイクルを

除いて、各国のデータから世界平均を見積もることは困

難であるため、代表的な国のデータをもとにする方法を

採用したこと、また、今回、平和利用と軍事利用を分け

たが、軍事利用に伴う被ばくについては英国と米国しか

データがなく不確かさが大きいこと等が紹介された。

全般的な議論では、今回の報告書は 2000 年報告書か

らの変更点及び傾向の変化に重点をおいて記述する方針

が確認された。また、集団線量を記述する場合は対象人

口を明確にする必要がある点を我が国及びポーランド代

表が指摘し、2000 年報告書の計算方法の要約を本報告

書にも記載することとなった。また、公衆被ばくに最も

寄与のある医療被ばくを含めること、職業被ばくの定義

を国際機関のものと一致させること、軍事利用と平和利

用を明確に識別できるようにすること等が指摘された。

さらに、事務局から報告書タイトルを「作業者及び公衆

の被ばく」とすることが提案されたが、UNSCEAR 報

告書の主タイトルが「線源と影響」であることから「線源」

の用語をタイトルに残す必要性が指摘され、変更しない

こととなった。

公衆被ばくに関しては、デコミッショニングに関する

記述をより充実すること、核兵器製造に関して、旧ソ連

の記述が米国よりもかなり多いのはバランスが悪いとの

指摘がなされ、事務局と調整して対応することとなった。

また、ラドンの線量換算係数を最新のものとすること、

タバコの煙中 Po-210 による被ばくを含めることとなっ

た。

職業被ばくに関しては、データ不足のため世界平均へ

の外挿の不確かさが大きい点が繰り返し指摘され、この

点につきパラグラフを追加して明記することとなった。

また、代表的な国のデータに基づき世界平均を求めるこ

ととしたため、具体的な国名をあげて特定の国の状況（特

に内部被ばくモニタリングの有無等）が詳細に記述され

ていることに関し、このような記述は UNSCEAR 報告

書の目的ではないことが指摘され、あくまでも世界平均

を算出する視点で記述を見直すこととなった。また、線

量評価手法の標準化がなされていないこと（特に内部被

ばく及び鉛エプロン着用時）について明記することと

なった。

全体として、細かなミスや本文と表及びグラフの不

整合が多く品質が低い点が指摘され、議長から、各国
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は CD 用データを含めてデータのチェックを行い事務局

へ修正を提出すること、データ欠損に関して再度各国か

らのデータの追加が求められた。事務局宛の提出期限は

2 ヶ月以内である。また、コンサルタントも有効数字や

表の注釈等をきちんと確認することとなった。

5.3「放射線事故からの被ばく」（R665）の検討

議長：W. Weiss（ドイツ）

書記：V. Holahan（米国）

コンサルタント：R. Ricks（米国）

まず議長より、昨年の文書から多くの進歩があり、ほ

ぼ最終段階にあるが、事故の定義について議論が必要と

の発言があった。次に、コンサルタントからは、昨年の

ドラフトから徹底的なレビューを行い、特に、（1）悪意

のある行為を加えたこと、（2）単位を SI ユニットに統

一したこと、（3）表については内容を拡充したこと、（4）

本文はなるべく平易な言葉を使用して記述した等の紹介

があった。

全般的な議論の中心は、この報告書で扱う放射線事故

の範囲についてであった。議論の結果、当初示された「被

ばく後の早い時期に 1 名以上の確定的影響の症状が見ら

れた事故」との定義は拡大すべきであり、確定的影響の

発生が考えられるもの及び広範囲な汚染を引き起こした

ものまで含めることとなった。また、悪意ある行為（リ

トビネンコ氏の Po-210 事件）に関しては、含めるべき

との意見と範囲を拡大しすぎであるとの両論があり、ま

た記述するならば物理的・生物的なアプローチに限定

した方がよい等の議論があったが、明確な結論はでな

かった。さらに、この報告書は単なる事故の一覧であり

UNSCEAR にはふさわしくないのではないかとの指摘

があり、事故の傾向（当初は臨界事故が多かったが、現

在はほとんどなく、医療分野の過剰被ばくが多いことな

ど）などの記述を追加する方向で修正することとなった。

各論に関する主な議論としては、核燃料サイクルでの

事故は、軍事利用によるものと平和利用によるものを明

確に区別すべきこと、正確さに欠ける記述が散見される

こと、取り上げるべき事故がまだ残されている等の多く

の指摘があった。また、我が国から東海村臨界事故の周

辺の公衆の線量が単なる Gy で記述されているのは不適

切であるとの指摘に関し、臨界事故等における周辺の公

衆の中性子線量に関しては数値の誤解をさけるために慎

重に扱うべきでありmSvでの記述を検討することとなっ

た。さらに、各々の事故の種類ごとにまとめを記述する

こととなった。以上を踏まえて、情報・記述の追加、記

載の修正等については、2 ヶ月以内に事務局を経由して

コンサルタントに提示することとなった。最後に、議長

から、今回の議論を踏まえてコンサルタントが再度内容・

記述を修正し、来年の会合での承認を目指す方針が示さ

れた。

5.4「人以外の生物への放射線の影響」（R666）の検討

議長：C. Meinhold（米国）

書記：L. Dobrzynski（ポーランド）

コンサルタント：D. Chambers（カナダ）

本文書の作業グループ会合は、5 月 21 日午前と 5 月

22 日午後の 2 回に渡って開催された。また、コンサル

タントの Chambers 氏、J.J.Leguay 氏（フランス）、酒井

氏の専門家 3 人による非公式のサブグループ会合が 5 月

22 日の午前に開催された。

一回目の作業グループ会合では、冒頭にコンサルタン

トの Chambers 氏から、昨年の委員会決定に基づいて修

正点が報告された。概要は次のとおりである。（1）前回

の環境影響に関する報告（1996 年）以降に得られた知

見に重点をおいて取りまとめた。（2）特にチェルノブ

イリ事故の影響については 1 章を割くこととした。（3）

FASSET/ERICA あるいは US-DOE 等、欧米を中心とし

た放射性物質の環境挙動、環境生物影響評価についての

とりまとめを盛り込んだ。（4）環境生物影響のメカニズ

ムに関する章を新たに設けた。（5）事例研究の章を充実

させ、チェルノブイリ事故のように、環境への放射性物

質の放出により現実に影響が認められた例と、La Hague

再処理施設周辺の事例のように環境・生物への影響が認

められていない例の両方を盛り込んだ。（6）今秋までに

ドラフトを完成させ、来年の承認を目指したい。

以上の報告に対し、質疑応答が行われた。主な内容は

次の通りである。（1）ドラフトの完成度に鑑みると、来

年の承認を目指すのであれば、章立ての大幅な見直し・

簡略化が必要である。（2）特にメカニズムに関しては、

重要性は認められるものの、来年までに完成させること

は困難と考えられる。（3）事例検討については、環境生

物への影響が認められなかった事例も重要であるが、本

報告書としては、影響が認められた事例に中心をおくべ

きである。（4）チェルノブイリ事故の影響を含めて、影

響の事実を網羅的に記載することに重点を置くべきであ

る。本報告書は ICRP の勧告や IAEA の指針の基礎とな

る貴重な情報源となろう。

続いて、Chambers 氏、Leguay 氏、酒井氏によるサブ

グループ会合では、前日の議論を検討し、次の合意に達

した。（1）メカニズムに関して、独立した章としての取

りまとめは見送る。ただし、その重要性を確認する意味

で、「生物種に対する影響」の章末に「環境生物影響の

修飾要因」並びに「環境生物影響の機構」についての重

要性を指摘し、今後の方向性を示すこととする。（2）事

例研究については、チェルノブイリ事故を含め、現実に

影響が認められた事例に限定して取りまとめる。（3）今

秋を目処に原稿を取りまとめた上で、サブグループ会合

を経て事務局宛に提出する。

さらに、第二回目の作業グループ会合では、上記の検

討結果を踏まえて章立てを次のとおりとすることに決定

した。

Ⅰ　INTRODUCTION （序）

Ⅱ　DOSIMETRY　（線量評価）

Ⅲ　UNSCEAR 1996（UNSCEAR1996 年報告のまとめ）

Ⅳ　CHERNOBYL ACCIDENT（チェルノブイリ事故の 

　　環境･生物影響のまとめ）

Ⅴ　CASE STUDYIES WITH OBSERVED EFFECTS

　　（影響が認められた事例検討）

Ⅵ　SUMMARY OF EFFECTS ON FLORA AND 　　

　　FAUNA（動物相および植物相への影響のまとめ）

また、章ごとに内容および文言の検討を行った。主な

内容は以下の通りである。（1）環境生物に関する放射線

荷重係数については、情報の不足もあるが、アルファ線

については 5-10 とする方向で検討し、ベータ線につい

ては 1 とする。（2）RBE に関する情報の不足が指摘され、

今後のデータ収集の重要性が確認された。（3）ヒトの場

合の放射線荷重係数と異なることに関しては、着目する

指標が同一ではないことなどを踏まえて、必ずしも一致

させる必要はないとの合意が得られた。

5.5「チェルノブイリ事故による健康影響」（R667）の検討

議長：A. González（アルゼンチン）

書記：L. Moberg（スウェーデン）

コンサルタント：M. Balanov（ロシア）

議長の González 氏が、まず昨年までコンサルタント

の任務にあたってきた G. Howe 氏の死去に哀悼の言葉

を述べ、ついで新たにコンサルタントとして本報告をと

りまとめた Balanov 氏に謝意を表した。次いで議長は、

本報告の骨子は、チェルノブイリ事故の健康影響の実態

を明らかにすることであり、国連総会でもこれが最優先

課題とされていることを紹介した。

討議ではまず米国代表の Mettler 氏により、チェルノ
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ブイリ事故後にみられる疾病発症に対する放射線の起

因性（Attributability）についてまとめた文書の紹介が

あった（会議文書 UNSCEAR 55/8）。「原因」は因果関

係に対して用い明確に議論できるが、「起因」は因果関

係がもっと不明確なものに対して用いる。放射線が原因

とされる疾病でもその起因性は被ばくから時間が経過す

るに従って明確でなくなる。たとえばチェルノブイリ事

故処理に携わった人々に生じた障害についても、事故処

理作業直後に発症したものは放射線の起因性を明確にす

ることができるが、時間の経過とともに起因性は不明に

なる。ましてや長い潜伏期をもって発症する確率的影響

についての起因性の判定はさらに困難である。Mettler

氏は、事故がもたらした二次的な影響についても言及し、

心理的影響や社会崩壊などは放射線の物理的線量が引き

起こしたものではないが、事故が引き起こしたものであ

ることには間違いがないと述べた。これに追加して、ロ

シアの代表および代表代理の Ilyin 氏と Guskowa 氏を始

め多くがチェルノブイリ事故の心理的影響を特記するよ

うに強く主張し、賛同をえた。これに対して日本代表団

からは、線量で評価し得ないものは国連科学委員会の報

告に入れるべきでないとの発言があったが、大勢を占め

るに至らなかった。

全体的な討議の中では、まず本文書について来年の会

合において承認されるべきものとの合意がなされた。こ

れを受けて、Ilyin 氏から、本報告書では、チェルノブイ

リ事故の真の影響を明らかにすべきとの提案があり、さ

らに LNT 仮説は防護のためで今回の事故の影響の真相

を探るには必ずしも有用でないとの発言がなされ、社会

的な問題までを含めて議論する必要があるとの意見が出

された。これに対して LNT は多くの生物学データに基

づいており単なる仮説以上のものであること、そのため

十分の科学的蓋然性を持っているが、低線量域ではそれ

を明白に示すことが困難なものである、と考えるべきで

あるとの意見が出された。

これらの総論の後に各章について討議がなされ、事故

影響調査に関わっている欧米とロシア、ウクライナ、ベ

ラルーシからの委員から多くの発言があった。その中で、

1988 年の UNSCEAR 報告書と今回の報告書で、本文中

や表および図にみられる線量推定値や該当する人数など

の数値の整合性がないことなどの問題が指摘され、それ

らに対する回答や細部の修正が行われた。また引用され

ている論文で、査読制度をもたない学会報告などが引用

されていることが、去年の本会合に引き続いて指摘され

た。ウクライナなどから出された自国データの引用請求

に対しては、国際誌に発表されていないものである以上、

引用できないとの立場が示された。これらの議論のなか

で日本の児玉氏からは、被爆者の疫学調査結果について

の引用で間違っている部分の指摘がなされた。

以上の議論を踏まえ、本報告書について以下の合意が

なされ、本報告についての討議が終了した。すなわち、

本報告書の目的について「チェルノブイリ事故の放射線

に起因する健康影響についての権威ある推定を与えるも

のである」こと、本報告書は来年に承認されること、報

告書のスタイルは 20-30 ページの本文よりなるものであ

ること（会議文書 UNSCEAR 55/11）、データなど技術

的な部分は附属文書をつけたものであること、チェルノ

ブイリ事故からの放射線の疾病発症に関する起因性を明

確にするものであること、などである。

5.6「線源と影響」（R668）の検討

議長：P. Burns（オーストラリア）

書記：W. Muller（ドイツ）

コンサルタント：M. Crick（UNSCEAR 事務局）

議長の Burns 氏より、本文書では放射線の線源と影

響をレビューするという UNSCEAR の任務に関連し、

UNSCEAR の見解を要約することが目的であると紹介

された。続いて文書の目的、構成、内容等についての全

般的な議論がなされた。主な具体的議論は以下の通りで

ある。

 文書の目的や内容に関する議論として、本文書が全体

の要約として各附属書の内容と一致しているかどうか不

明であるという点、一部で詳細に書きすぎるなど均一性

を欠いているという点、2006 年以前の国連総会への報

告内容と一貫性を欠いている点、読者が専門家であるか、

一般社会であるか、国連総会であるか、はっきりとしな

く目的も明確でないという点などが各国の参加者から指

摘された。また、文書の構成に関しては、UNSCEAR

の活動の歴史的経緯を含めるべきであるという点、今後

の展望を含めるべきである点などが指摘され、また、チェ

ルノブイリ事故に関する内容を入れるべきかどうかにつ

いて意見が交わされた。

コンサルタントの Crick 氏（UNSCEAR 事務局）は、

上記の点に関して委員会で方向性を定める必要性を強調

し、各国からの参加者による議論が展開された。議長の

Burns 氏はこれらの議論を要約し、この文書は一般の読

者を対象とした短いものにすべきであるという合意に達

したと述べた。また、2 年以内に完成させるよう、また、

歴史的な背景および放射線の線源と影響に関する公衆の

認識と懸念についてもふれるよう提案した。

さらに、Crick 氏は、この文書を国連総会への報告の

ための 5-6 ページの短いものとするか、それより長く放

射線の線源と影響についての入門書を目指すかの 2 つの

選択があり、決断の必要性を指摘し、各国からの参加者

の意見が交わされた。議長の Burns 氏は議論を要約し、

5-6 ページの文書として準備し、来年の会合で完成出来

るように 2008 年 6 月までに e-mail での配布による委員

のレビューを何度か行うように進めていくと結論した。

最後に、Crick 氏はこの文書が最大で 10-15 ページと

なること、ここ数年間の作業を要約すること、線源と影

響を含めること、来年出版予定の附属書の内容と一致さ

せること、チェルノブイリ事故を含めること、放射線の

線源と影響の知識に関して UNSCEAR が貢献してきた

ことを記述することを確認した。

6.事務連絡会議

UNSCEAR 会議の前日にオーストラリア大使館で、

参加国代表のみによる非公式連絡会議が開かれた。これ

は、全体会議で議論される内容を事前に周知し、問題点

を共有することによって全体会議を円滑に進めることを

目的として開催されたものである。さらに、会議の期間

中に、各国代表団による非公式会議と代表のみによる会

議が開かれた。これらの会議では、今後の UNSCEAR

の運営方針について以下のような議論が展開された。

（1）今後の運営方針について、予算が厳しい中で別途に

信託基金を設立する計画が提案された。これに対し

て、資金を受け入れる相手先との利害関係に注意し、

UNSCEAR の独立性を保障することが重要である

との意見が出された。

（2）新規加盟国の希望が 6 カ国からなされており、その

取り扱いについて議論がなされた。加盟国の増加は

幅広い議論を展開する上で基本的に望ましいが、経

費と事務作業の増加をもたらすので現在の予算と人

員では受け入れるのは困難である。UNSCEAR へ

の科学的貢献の視点から慎重に取り扱うべきである

との意見が大勢を占めた。

（3）国連総会への報告書の内容を確認し、必要な修正を

行った。

（4）現在検討中のドラフトについて、今後の進め方を決

定した。報告書の本文はできるだけ簡潔にし、必要

なデータ等は電子媒体で提供することとした。

（5）新規テーマとして提案された 41 項目を事務局で整

理して、各国代表団に意見を求めることになった。

（6）次回の第 56 回会合は 2008 年 6 月 2 日～ 6 日にウィー

ンで開催を予定しているが、UNSCEAR の抱える問
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題点を議論するために代表による会議を 6 月 10 日

まで延長して行いたいとの提案があった。

7.作業グループ全体会合（2）

6 つの報告書テーマについて、各作業グループの議長

が議事録の概要を紹介した。議事録が確認され、一部修

正の上、了承された。

8.閉会セッション

5 月 25 日（金）の午後に各国代表団が集まり、閉会セッ

ションが開催された。その主な内容は下記の通りである。

（1）国連総会への報告書案（UNSCEAR/55/21）につい

ての内容が確認された。

（2）次回第 56 回会合は、第 56 回会合は 2008 年 6 月 2

日（月）～ 6 日（金）にウィーンで開催されるが、

これに加えて UNSCEAR の直面する多くの課題に

対応するために、代表のみによる会議を 6 月 10 日

まで延長して開催する。

（3）第 56 回および第 57 回会合の執行部が互選により

決められ、議長は N. Gentner 氏（カナダ）、副議長

は W. Weiss 氏（ドイツ）、書記は M. Gomaa 氏（エ

ジプト）となった。

（4）各 国 代 表 会 合 に よ る 討 議 結 果 が 報 告 さ れ、

UNSCEAR での今後の活動についてはさらに検討

を進めていくことが紹介された。

（5）スウェーデン代表の E. Holm 氏およびベルギー代

表の J. Maisin 氏が今回限りで UNSCEAR の国代

表を退くことが紹介され、両氏の貢献に拍手で感謝

の意が表せられた。

（6）最後に、議長の P. Burns 氏より議事次第で予定さ

れた項目の議論が終了したことが宣言され、第 55

回会合が閉会した。

9.おわりに

第 55 回会合では最終承認を予定されていた 3 つの文

書、すなわち、「各種線源による公衆と作業者の被ばく」、

「事故による被ばく」、「チェルノブイリ事故からの放射

線による健康影響」がいずれも一層の修正が必要と判断

され、承認されるには至らなかった。これらについては、

他の 3 つの文書とあわせて、来年の会合での最終承認を

目指して作成を進めていくこととなった。このうち、特

に「医療放射線被ばく」、「各種線源による公衆と作業者

の被ばく」、「事故による被ばく」の 3 つの文書について

は、わが国において関連するデータ及び本文中の記述の

詳細な確認及び修正要求を組織的に行う必要がある。

本会合では報告書の内容だけでなく、UNSCEAR に

おける今後の活動方針についても幅広い議論がなされ

た。達成目標を明確にし、効率的な運営を行っていくこ

とがますます要求されている。次回の会合では、今後の

報告書テーマとなりうる課題について詳細な議論がなさ

れる予定で、わが国の一層の貢献が期待される。

以 上 今 回 の UNSCEAR 会 合 は、 我 が 国 と し て

UNSCEAR の議長を二期務められた佐々木康人前代表

を引き継いで米倉が新代表として参加したが、無事に終

了することができた。原子力安全委員会、ウィーン国際

機関代表部、文部科学省、外務省、UNSCEAR 国内対

応委員会、その他多くの方々のご尽力、ご支援のお陰で

ある。ここに深く感謝の意を表し厚く御礼申し上げる。

10.添付資料

別添 1　UNSCEAR 会合出席者リスト

別添 2　UNSCEAR 議事進行

別添 3　配布資料リスト

国 代表 代表代理 アドバイザー

アルゼンチン A.J. González
オーストラリア P. Burns

ベルギー J. Maisin H. Vanmarcke

H. Bijwaard
H. Engels
P. Smeesters
A. Wambersie

ブラジル D. Melo E. Rochedo

カナダ N. Gentner K. Bundy

R. Bradley
D. Chambers
R. Lane
C. Lavoie
D. Whillans

中国 Z. Pan

S. Liu
B. Shang
X. Su
Q. Sun
F. Wang
B. Xiu
M. Zhu

エジプト M. Gomaa

フランス J. Lacronique A. Flury-Herard

D. Averbeck
M. Bourguignon
J. Lallemand
J. Leguay
R. Maximilien
A. Rannou
M. Tirmarche

ドイツ W. Weiss W. Muller

A. Friedl
P. Jacob
J. Kiefer
G. Kirchner
R. Michel

インド K. Sainis
インドネシア Z. Alatas E. Hiswara

日本 米倉義晴 丹羽太貫

児玉和紀
中野政尚
三枝新
酒井一夫
吉永信治
吉澤道夫

メキシコ H. Maldonado
ペルー L. Ashton

ポーランド
Z. Jaworowski
(参加できず)
M. Waligorski

L. Dobrzynski

ロシア L. Ilyin A. Guskowa

R. Alexakhin
N. Garnyk
V. Ivanov
I. Kryshev
B. Lobach
O. Pavlovsky
M. Savkin

スロバキア E. Bedi P. Gaal L. Tomasek
I. Zachariasova

スーダン A. Elgaylani
スウェーデン L. Holm L. Moberg

英国 R. Cox

S. Bouffler
J. Cooper
S. Ebdon-Jackson
C. Muirhead

米国 F. Mettler C. Meinhold

L. Anspaugh
J. Boice
N. Harley
V. Holahan
A. Sowder
A. Upton

オブザーバー

International Atomic Energy Agency (IAEA) E. Amaral
P. Andreo

United Nations Environment Programme (UNEP) P. Gilruth

World Health Organization (WHO) Z. Carr

International Agency for Research on Cancer E. Cardis

European Commission (EC) G. Kelley

International Commission on Radiation Units and 
Measurements (ICRU) A. Wambersie*

International Commission on Radiological Protection
(ICRP) A. Sugier

International Organization for Standardization (ISO) A. Rannou*

International Union of Radioecology (IUR) R. Alexakhin*

チェルノブイリ事故に関する公式参加者

V. Ivanov*, J. Kenigsberg, I. Likhtarev

UNSCEAR 事務局

M. Crick, S. Habersack, N. Sekolec

コンサルタント

M. Balanov
D. Chambers*
K. Faulkner

G. Ibbott
D. Melo*
R. Ricks

E. Rochedo*

第二会議室担当:
文書配布所担当: 
伝言担当: 

S. Thanikkel
A. Fathi
S. Siahmed

別添1　UNSCEAR会合出席者リスト

月／日 議　　事

5月21日
（月）

・開会セッション（議事次第採択、国連総会決議61/109の検討）
・作業グループ（議事進行等の検討）

・「R664  各種放射線源からの公衆と作業者の被ばく」
・「R667  チェルノブイリ事故からの
　　　　　　　　　　放射線による健康影響」

・「R666  人以外の
　生物への放射線の
　影響」

5月22日
（火）

・「R665 放射線の事故からの被ばく」
・「R664 各種放射線源からの公衆と作業者の
被ばく」（続き）
・代表団による非公式会談

・「R666  人以外の
　生物への放射線の
　影響」（続き）

5月23日
（水）

・「R667  チェルノブイリ事故による
　　　　　　　　　　　　　健康影響」（続き）
・代表団のみによる非公式会談

5月24日
（木）

・「R664  各種放射線源からの公衆と
　　　　　　　　　　作業者の被ばく」（続き）
・「R668 線源と影響」
・各国代表による事務連絡会議

・「R663  医療放射
　線被ばく」

5月25日
（金）

・各国代表による事務連絡会議

・作業グループ
  （書記からの報告、今後の活動計画、国連総会への報告書作成、その他） 

・閉会セッション 
 （次回会合の予定、第56-57回セッションの執行部選出、
　　　　　　　　　　　　　　　　国連総会への報告書採択、その他）

別添2　第55回UNSCEAR会合議事進行

＊各国代表団のメンバーでもある。
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別添3　配布資料リスト

○ 事前配布資料

R663 医療放射線被ばく（Medical radiation exposures）

R664 各種放射線源からの作業者及び公衆の被ばく（Exposures of the public and workers from various sources of radiation）

R665 放射線事故からの被ばく（Exposures from radiation accidents）

R666 人以外の生物への放射線の影響（Effects of ionizing radiation on non-human biota）

R667 チェルノブイリ事故からの放射線による健康影響（Health effects due to radiation from the Chernobyl accident）

R668 放射線の線源と被ばくの影響 （Sources of radiation and effects of exposure）

○ 会期中配布資料（* については事前に e-mail にて配布された。）

UNSCEAR/55/1 議事次第 *

UNSCEAR/55/2 報告書文書のリスト

UNSCEAR/55/3 議事進行表 *

UNSCEAR/55/4 出席者リスト

UNSCEAR/55/5 UNSCEAR 活動の計画の枠組み *

UNSCEAR/55/6 2008 年 ~2012 年までの計画の概要 *

UNSCEAR/55/7 今後の活動計画 : 提出資料の予備審査 *

UNSCEAR/55/8 チェルノブイリ事故に関連した放射線影響の因果関係と起因性

UNSCEAR/55/9 チェルノブイリ事故からの放射線による健康影響（R667）についての第 63 回国連総会報告のための要約案 

UNSCEAR/55/10 現在の報告書文書の主目的

UNSCEAR/55/11 チェルノブイリ事故からの放射線による健康影響（R667）についての第 63 回国連総会報告のための附属書の内容提案

UNSCEAR/55/12 医療放射線被ばく（R663）についての第 63 回国連総会報告のための要約案 

UNSCEAR/55/13 開会セッション 議事録

UNSCEAR/55/14 作業グループ会合の進行についての議事録

UNSCEAR/55/15 医療放射線被ばく（R663）の作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/16 各種放射線源からの公衆及び作業者の被ばく（R664）の作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/17 放射線事故からの被ばく（R665）の作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/18 人以外の生物への放射線の影響（R666）作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/19 チェルノブイリ事故からの放射線による健康影響（R667）の作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/20 放射線の線源と被ばくの影響（R668）の作業グループ会合議事録

UNSCEAR/55/21 第 62 回国連総会への委員会報告書案

A/RES/61/109 国連総会決議（原子放射線の影響） 

文書番号なし：非公式会合でのパワーポイントスライド資料

文書番号なし：出席者の連絡先一覧

1.はじめに

原子放射線の影響に関する国

連科学委員会（UNSCEAR）第

55 回会合が、2007 年 5 月 21 日

から 25 日にかけて、オースト

リア共和国ウィーンのウィーン

国際センター（通称 VIC）で開

催された。この時期、筆者は放

射線医学総合研究所から研修員

として内閣府・原子力安全委員

会事務局に派遣されていて、同

事務局より UNSCEAR 会合へ

オブザーバ参加することとな

り、日本の代表団に同行する機

会を得た。会議の詳細な内容に

ついては、別項の報告をご覧い

ただくとして、ここではその舞

台裏や背景についてご紹介したい。

会合は 5 月 21 日から25 日までの 5 日間行われた。

会議は英語で進められ、他の国連主催の会議と同様、

国連公用語である英語、ロシア語、フランス語、スペ

イン語、中国語、アラビア語の同時通訳が入って進行

する。我が国からは、UNSCEAR 日本代表の米倉義晴

氏（放医研）と日本代表代理として丹羽太貫氏（放医研）

が、またアドバイザーとして児玉和紀（放影研）、中野

政尚（原子力機構）、酒井一夫（放医研）、吉永信治（放

医研）、吉澤道夫（原子力機構）の各氏、そして三枝（原

安委事務局・当時）が出席した（写真 1）。会合参加に

際し事前の文書での微に入り細に入るコメント提出や

専門家の自費派遣など、我が国の UNSCEAR への貢献

度は極めて大きく評価されている（この事実を知らな

いか勘違いされている方々が多いので、念のために強

調させていただく）。

2.報告書検討の進め方

しばしば尋ねられることでもあり、UNSCEAR におけ

る議論の進め方を紹介したい。

UNSCEAR での議論は、隣接した 2 会場で異なる附

属書テーマの内容検討が並行して進められ、基本的に

UNSCEAR 参加国（アルゼンチン、オーストラリア、ベ

ルギー、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、フランス、

ドイツ、インド、インドネシア、日本、メキシコ、ペルー、

ポーランド、ロシア、スロバキア、スーダン、スウェー

デン、英国、米国の 21 ヶ国）とオブザーバ国（ベラルー

シとウクライナの 2 ヶ国）、そして関係国際機関（9 機関）、

そして事務局とコンサルタントによって行われる。参加

国については UNSCEAR 設立当初から変わっておらず、

近年参加希望国が増えているものの事務会合で却下され

ている。各テーマの議論に際しては 1 人ないし数人以内

から構成されるコンサルタントと呼ばれるその分野の権

威が報告書原案を準備し、参加国代表との議論を通じて

「国際機関としてのUNSCEAR」
第55回UNSCEAR会合印象記

放射線防護研究センター　規制科学総合研究グループ　
三枝　新

写真1：会合初日朝、ウィーン国際センター前で。左より、中野、吉永、吉澤、三枝、酒井、米倉、丹羽、児玉の各氏。前日に要
人の訪問があったとかで、いつにも増して厳重なセキュリティチェックを無事通過し全員が安堵の表情。
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内容を検討し、修正変更を後日の宿題として採り入れ

ていく（写真 2）。分野別の専門委員会も存在しない。

会合期間中、ひとつの課題に対して大凡 6〜8 時間の

議論が行われた。もちろんその 6 時間で完結している

訳でなく、事前に各国で行われた専門家による検討が

その背景にある。我が国の場合、会合の 1、2 ヶ月前か

ら会合直前（！）にかけて UNSCEAR 事務局から五月

雨式に送られてくる各テーマ別の報告書原案について、

専門家114人から構成されるコレスポンデングメンバー

に配付・意見提出をお願いし、最終的に国内対応委員

会事務局でとりまとめて UNSCEAR に提出、会合で議

論を行っている。

5 日間の議論の総括が会合最終日になされ、報告書が

あるレベルに達した課題とそうでないものが分けられ、

前者は出版に向けた準備に供せられることになる。ま

た後者については問題の洗い出しがされ、各国代表や

コンサルタントへの宿題という形で次年度への持ち越

しとなる。その意味で、毎年この時期に 1 週間程度開

催される UNSCEAR 会合は、報告書作成のために専門

家が行っている膨大な検討・議論の氷山の一角を観て

いるに過ぎない。

3.他の国際機関との比較

この検討・議論の過程を、他の放射線防護関連の国際

機関と比較してみるとどうであろうか。

ICRP（国際放射線防護委員会）は放射線防護に関す

る原理と考え方を述べる報告書や勧告を検討・刊行して

おり分野別に 5 つの専門委員会とそれらを束ねる主委員

会の 6 つの委員会から構成され、議論を行っている。各

委員会での議論は原則的に非公開であり、また、委員は

国家の代表でなくその分野の専門家として位置付けられ

ている。国連や国家に加盟する機関でなく純粋に放射線

防護に関する議論を行うための NGO であることからそ

の勧告は尊重・重視されており、その表現の一言一句に

ついて委員会で慎重に検討が行われている。また近年で

は、要所でパブリックコメント募集のプロセスが入って

きており、原則非公開の方針が変わりつつある。　

原子力エネルギー利用にともなう様々な国際的検討を

行う OECD/NEA（経済協力開発機構・原子力機関）では、

CRPPH（放射線防護・公衆衛生委員会）が放射線防護

と規制に関わる報告書や提言・指針等の検討・刊行を行っ

ている。CRPPH の場合、基本的には加盟国から招集し

た専門家による議論を元に課題に関する報告書をとりま

とめていくやり方である。UNSCEAR と異なりそこでは

事務局は黒子に徹しており、報告書の素案は提出するが、

その後の議論の過程では OECD/NEA 自身の考え方は

One of them として扱われるのみである。UNSCEAR、

ICRP、IAEA と異なり報告書作成の過程が全てオープン

に進行して行き、一文たりとも事務局による密室作業の

入る余地がないのも特徴的である。

その意味で UNSCEAR における検討プロセスは同

じ国連傘下の機関である IAEA（国際原子力機関）の

RASSC（放射線安全基準委員会）のそれに近いといえる。

原子力安全、放射線安全に関する様々な安全基準文書等

を策定する機関である IAEA の下部委員会として、放射

線防護に係わる規制に関する様々な議論を行う RASSC

は、事務局が、起草委員会や科学委員会を経て報告書を

作成しその原案を関係者に示す。その後、RASSC 会合

において事務局は、参加国との議論を通じて内容を検討

し、修正変更を後日の宿題として採り入れていく。この

際、CRPPH 等と違って事務局の意向や方針が色濃く反

映されるのも、UNSCEAR と同様である。

4.ウィーン代表部訪問

5 月 22 日には米倉氏と丹羽氏のウィーン国際機関日本

政府代表部（通称、ウィーン代表部）への表敬訪問に同

行した。

放医研は IAEA Collaborating Center として認定され

ており、また長期的・短期的な専門家の派遣など様々な

面で IAEA と協力関係にある。同代表部の天野大使とは

これら IAEA 等国際機関と放医研との関係について、ま

た UNSCEAR の現状の問題や今後の活動計画について

の意見交換が行われた。

余談となるが、我が国が関わる多くの国際的な案件（科

学的に関するものであろうがなかろうが）はこのウィー

ン代表部が窓口になって国内外に伝えられて行く。科学

分野ひとつとっても対象とする領域は膨大なものとなっ

ており、研究者個人のネットワークではカバーしきれな

いものとなってきている。代表部はウィーンの国連機関

を含め様々な国際機関を飛び交う科学政策に関する情報

を国内外双方向に伝えるという重要な役割を担ってくれ

ている。この場を借りて感謝の意を伝えたい（写真 3）。

5 月 24 日には、同じ VIC に事務所を構える IAEA の

事務局長代理 W. BURKART 氏（原子力科学応用局・局

長）、P. ANDREO（同局・人間健康課・課長）及び M. 

SAMIEI（がん治療プログラム事務局・局長）への表敬

訪問を兼ねて、昼食会が開催された。（写真 4）。さらに

翌 25 日には米倉氏と IAEA 谷口氏（原子力安全担当事

務次長）との昼食会が開催され、UNSCEAR や IAEA

などの国際機関の動向について意見交換が行われた。

UNSCEAR 会合のスケジュールは非常にタイトであり、

そのスケジュールの間をぬうようにして寸暇を惜しんで

の情報収集・意見交換が行われた。

写真３：ウィーン代表部にて。左より、米倉、天野、丹羽の各氏。

写真4：IAEAスタッフとの昼食会。左よりBURKART氏、M. SAMIEI氏、右手前より
米倉氏、酒井氏。

写真2：各部屋での討議風景。
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1.はじめに

原子放射線の影響に関する国連科学委員会（United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation: UNSCEAR）の最新動向と放射線影響研究

の展望に関する公開シンポジウムが、去る平成 19 年 11

月 17 日に千葉市の幕張メッセ国際会議場で開催された。

研究者、放射線防護の専門家、行政関係者、メディア関

係者や一般の方など、160 名を超える参加者を得て、興

味深い講演と熱心な議論が展開された。その内容につい

て報告する。

2.シンポジウムの背景と目的

UNSCEAR は、1955 年に設立されて以来 50 年以上

にわたり放射線の生物や環境に対する影響を「線源と影

響」の観点から最新情報を取りまとめ、報告書として刊

行してきた。その成果は、放射線防護体系や放射線安全

基準の基礎情報として活用されるとともに、放射線影響

研究の動向を示す指針となっている。最新の報告書は

2000 年および 2001 年に発行されたが、その後も科学的

知見を収集して、2006 年に 5 つのテーマに関して附属

書がまとめられ、それらは近々刊行が予定されている。

今回この刊行予定の附属書の内容を理解して、放射線影

響研究の最前線の情報を共有し、今後の方向性を考える

機会とするために、内閣府原子力安全委員会事務局と放

射線医学総合研究所（以下放医研）が共同で本シンポジ

ウムを開催した。

50 年以上の歴史をもち放射線防護への重要な役割を

果たしてきた UNSCEAR であるが、これまでは必ずし

も順風満帆ではなく、最近では資金不足など問題を抱

えている。この状況を踏まえて、本シンポジウムによ

り、UNSCEAR 報告書でまとめられる放射線影響の科

学的知見について単に専門家の間で検討するだけでな

く、UNSCEARのこれまでの活動やその意義の重要性を、

幅広い分野の研究者、放射線防護に関連する安全行政の

担当者や一般の方にも認識していただく機会が設けられ

た。そのため、日本放射線影響学会の第 50 回大会の最

終日に関連集会の形で、公開シンポジウムとして開催さ

れた。

シンポジウムのプログラムは、次ページの表のとおり

であった。まず冒頭に、文部科学省科学技術・学術政策

局原子力安全監の川原田信市氏より開会の挨拶があった

後に、原子力安全委員会管理環境課長の青木昌浩氏より、

UNSCEAR の活動に対する期待や本シンポジウムの意

義について行政の立場から述べられた。

3.P.Burns議長による特別講演

UNSCEAR 議長の Peter A. Burns 先生が、「UNSCEAR

50 周年」というタイトルで、講演された（写真 1）。

まず UNSCEAR が 1955 年の国連総会によって設立さ

れた背景や経緯について説明があった。初期の活動で

は、放射性降下物による汚染の評価のための世界的なプ

ログラムの監視や通常のバックグラウンドレベル調査

が実施され、1963 年の部分的核実験禁止条約の採択の

ために重要な役割を果たした。その後 50 年間にわたっ

て UNSCEAR は活動を続け、放射線被ばくの線源や人

「UNSCEARの最新動向と放射線影響研究の展望」

放射線防護研究センター  規制科学総合研究グループ
米原英典、吉永信治

公開シンポジウム

写真1：講演中のUNSCEAR議長のPeter A. Burns先生

5.気付いたこと

今回の会合における様々な議論の中で気が付いた幾つ

かのことを列挙したい。

まず、放射線の心理的影響について。

「チェルノブイリ事故による健康影響」のセッション

で議論された放射線の心理的影響について我が国の代表

団は、心理的影響は線量で評価出来ず、線量で評価し得

ない影響を国連科学委員会の報告に入れるべきでないと

の立場を表明したが、最終的に事務局の合意を得ること

は出来なかった。これに関連して、2005 年 9 月に、同じ

く国連の IAEA が開催したチェルノブイリフォーラム会

合では、チェルノブイリ原発事故が与えた、環境、健康、

そして社会経済への影響について事故後 20 年の調査結

果に基づいた議論が行われたが、この際に WHO（世界

保健機関）がとりまとめた健康影響報告書においても心

理的影響は「非がん・非甲状腺影響」の一つとして扱わ

れていた。今回の会合で行われた議論はこの流れを汲む

ものであり、放射線事故後の心理的影響に関しては今後

も放射線の健康影響の一つとして扱われる可能性が大き

いのではないであろうか。

ついで、被ばくデータについて。

前回の UNSCEAR 報告書が公刊されたのは 2001 年であ

り、その翌年から新たな附属書テーマの科学的検討が行わ

れてきた。そのうち①放射線とがんについての疫学的研究、

②がん以外の疾患における疫学的評価と線量反応、③放射

線による非標的効果と遅延影響、④放射線と免疫系、⑤家

屋内と職場環境におけるラドンの線量 - 影響評価の 5 テー

マについては2005年の第54回会合で公刊が承認されたが、

今回会合で承認される予定であった、⑥人以外の生物への

放射線の影響、⑦チェルノブイリ事故による健康影響、⑧

医療放射線への被ばく、⑨各種放射線源からの公衆及び作

業者の被ばく、⑩放射線事故からの被ばく、⑪線源と影響

などについては継続検討となった。

これからも分かるように、UNSCEAR が抱える附属書

テーマは、影響に関する最新の科学的知見をとりまとめ

ることを目的とするテーマと、被ばくに関する継続的な

各国のデータ収集・整理を目的とするテーマとに、おお

まかに分類することが出来る。前者に相当するのが①〜

⑥、後者に相当するのが⑦〜⑩と言える（⑪はまとめな

ので例外）。そして後者は各国の協力なしでは成立し得

ない。⑥〜⑩が今会合で承認延期・継続検討となったこ

とは、まさに UNSCEAR の活動が各国の積極的な協力

が不可欠であることを示している。

6.おわりに

UNSCEAR が設立されたのは 1955 年で、一昨年 2006

年には設立 50 周年の記念式典が行われた。この間、

UNSCEAR の「線源と影響」という基本方針はぶれるこ

とはなく、放射能・放射線の測定データと放射線影響に関

する科学的情報の収集・検討が行われてきた。影響だけとっ

ても、当初はヒト集団だった対象は個人そして臓器へと科

学の進歩と共に深みを増し、内容も現象論からメカニズム

論へと遷って来ている。扱う研究情報は莫大な量になり、

一部データは CD-ROM での提供が検討されている。

近年、UNSCEAR → ICRP → IAEA といった図式で

UNSCEAR の役割を単純化し、その意義が語られる事

が多くなってきた。事実、ICRP や IAEA における議論

は UNSCEAR における加盟国の科学的検討の積み重ね

なしでは存在しえない。しかしながら ICRP や IAEA の

ために UNSCEAR の活動があるのではない。そのこと

を勘違いすることがないよう肝に銘じておきたい。今回

UNSCEAR 会合に参加し、電子メールやワープロ、ファッ

クスさえなかった時代から UNSCEAR が存在し、国内

外の先達達が科学的議論を積み重ね続けてくれた事に対

し頭が下がる思いであった。積み重ねられた報告書の価

値は計り知れない。
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間とそれ以外の生物への電離放射線の影響について、核

燃料サイクルや他の人工線源の放射線影響と同様に医療

被ばくや電離放射線の自然線源の被ばくについても評価

してきた。今日ではそれら人工線源よりも医療や自然線

源による線量の方がはるかに大きいことが明らかになっ

た。2006 年に UNSCEAR は放射線の生物学的影響に関

する以下の 5 つの附属書を取りまとめた。

・家庭と職場におけるラドンの線源から影響までの評価

・放射線とがんに関する疫学研究

・放射線被ばくに伴う心血管疾患とがん以外の疾患の疫

   学的評価

・免疫系における電離放射線の影響

・電離放射線被ばくの非標的効果および遅延影響

以上を纏めて委員会は、放射線の健康影響の推定は、

線量に関連した統計的に有意な罹患率増加が認められ

る範囲においては疫学的および実験的観察に基づいて

いるという見解を示した。健康への悪影響のこれら直

接的な観察は、照射の標的（直接的）効果だけでなく、

非標的効果及び遅延影響に関係したメカニズムが含ま

れていることを暗に説明している。低線量では、有害

な健康影響を引き起こすメカニズムを洞察するために、

細胞や組織の反応の範囲や性質の理解が必要である。

UNSCEAR は UNSCEAR2000 年報告書における低線

量影響に関するデータが、リスク推定に影響するメカニ

ズムが正しいかどうかの判断のために適切な根拠を提

供すると信じている。

UNSCEAR は活動を続け、現在チェルノブイリ事故

20 年後の影響、電離放射線の人以外の生物への影響、放

射線の職業被ばくと公衆の被ばく、放射線事故からの

被ばく、医療被ばくについての報告の準備をしている。

2008 年の第 56 回会合において当委員会は今後数年間の

作業プログラムを承認する予定であることが紹介された。

4. 最新報告書の内容に関する講演

近々に発行される 5 つの最新報告書の内容の紹介が 3

人の演者によりなされた。

まず最初に京都大学名誉教授の佐々木正夫先生から、

「放射線と免疫系に関する報告」及び「放射線による非

標的効果と遅延影響に関する報告」について講演があっ

た。これらは古くから注目された課題であるが、今回

の報告書は「組織応答」に焦点を当てた新しい切り口

として興味深いと評価した。関連する物質とそのメカ

ニズムを一枚の図（図 1、2）で紹介され、詳細につい

てわかりやすく説明された。また、非標的突然変異、

バイスタンダー効果、遺伝的不安定性、遅延突然変異

など古典的な細胞核を標的とした放射線影響の概念に

収まらない現象であるとした。低線量放射線影響の評

価に大きなインパクトを持つ現象であるが、観察デー

タには相互に矛盾も見られ、また生体内でも起こって

いるかどうか明らかでない面もあって、現在のところ

健康影響への意味づけには到っていないと説明された。

次に放射線影響研究所主席研究員の児玉和紀先生か

ら、「がんの疫学研究に関する報告」及び「がん以外の

疾患における疫学研究に関する報告」について講演が

あった。2000 年報告書以降、より多くの被ばく集団の

情報が得られるようになったが、特に原爆被爆者の調

査についても、調査期間が拡大し、線量評価システム

が DS02 に改定されたことにより、線量あたりの発が

んリスクは約 7% 低下したが、線量反応関係やリスク

経時変動パターンには変化がないとされた。その他の

国際がん研究機関（IARC）の 15 ヶ国原子力作業従事

者やテチャ川やセミパラチンスクなどの研究結果では、

原爆被爆者のものより高いリスク推定値が得られたが、

依然不確実性が大きく、今後の研究の継続が期待され

る。がん以外の疾患についても、多くの研究結果が蓄

積されているが、疫学的には関連の一致性に乏しく、
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公開シンポジウム

「UNSCEAR の最新動向と放射線影響研究の展望」プログラム

[II] Non-targeted and Delayed Effects of 
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図１：佐々木正夫先生の講演資料 I「免疫系に対する放射線の影響」 図2：佐々木正夫先生の講演資料 II「放射線の非標的効果と遅延影響」

22 放射線科学　Vol.51  No.1   2008 23放射線科学　Vol.51  No.1   2008

開会の挨拶：川原田　信市（文部科学省） 
主旨説明：青木　昌浩（原子力安全委員会事務局）

【前半セッション】座長：米倉義晴（放射線医学総合研究所）
特別講演：Peter A. Burns（UNSCEAR 議長）
　 「UNSCEAR50 周年」

講演１：佐々木正夫 （京都大学名誉教授） 
　　　　「放射線と免疫系に関する報告」及び
　　　　「放射線による非標的効果と遅延影響に関する報告」

講演２：児玉和紀 （放射線影響研究所） 
　　　　「がんの疫学研究に関する報告」及び
　　　　「がん以外の疾患における疫学研究に関する報告」

講演３：吉永信治 （放射線医学総合研究所）
　　　　「ラドン被ばくとその影響評価に関する報告」及び
　　　　「現在検討中のテーマおよび国内対応活動について」

【後半セッション】座長：佐々木康人（国際医療福祉大学）
講演４：丹羽太貫（放射線医学総合研究所）  
　　　　「今後の展望」

講演５：大西武雄（奈良県立医科大学）
　　　　「UNSCEAR に期待すること」

パネルディスカッション：Peter A Burns、佐々木正夫、
　　　　　　　　　　　　児玉和紀、大西武雄、
  　　　浅野智宏（日本原子力研究開発機構）、
　　　　　　　　　　　　酒井一夫（放射線医学総合研究所）

まとめ：米倉義晴（放射線医学総合研究所）

閉会の挨拶：久住静代（原子力安全委員会）



2� 放射線科学　Vol.51  No.1   2008 2�放射線科学　Vol.51  No.1   2008

6.パネルディスカッション

それまで講演された先生のうち、Burns 議長、佐々木

正夫先生、丹羽太貫先生、大西武雄先生の 4 人に日本

原子力研究開発機構の浅野智宏先生と放医研の酒井一夫

先生がパネリストとして加わり、パネルディスカッショ

ンが行われた（写真 2）。前 UNSCEAR 議長でもある国

際医療福祉大学の佐々木康人先生が司会進行役を務め、

UNSCEAR の現状と今後期待することと放射線影響研

究のあり方について活発な討論がなされた。UNSCEAR

は単に情報を集約するだけでなく、しっかりとした哲学

をもって情報を収集すべきだという意見が出たが、これ

に対し放射線防護の哲学については ICRP が考えること

であり、Burns 議長などから UNSCEAR は幅広い情報

を積極的に集めることが重要であるとの意見が出され

た。線量関連の報告が遅れているのは、各国の情報の収

集方法に問題があり、データ収集方法の改善を検討する

ことが必要であると指摘された。

放射線影響研究の今後のあり方については、注目され

たものにスポットを当てて研究を進めることも重要だ

が、それだけではなく、将来的に重要となる可能性のあ

るような幅広い課題についても研究を進める必要がある

との意見が出た。またこれまで得られた分子レベルでの

メカニズム研究を個体レベルでの影響へ拡大してゆく必

要があり、そのツールとしてアーカイブが重要であると

のコメントが出た。UNSCEAR はスタッフや予算が少

ないので、政府にも支援を求めていく必要があるとの認

識も示された。

7.シンポジウムのまとめ

UNSCEAR 日本代表である米倉義晴放医研理事長に

より、シンポジウムの内容を簡潔にまとめられた。設立

以来 50 年以上の間に、社会情勢や放射線利用状況の大

きな変化があることを認識し、新たな切り口で情報収

集を行っていくことの必要性が強調された。また、本シ

ンポジウムでの検討を踏まえて今後の活動を進めるため

に、関係者への協力が要請された。

最後に、主催者を代表して久住静代原子力安全委員よ

り挨拶があり、閉会となった。

写真2：パネルディスカッションの風景

写真3：満席の会場

生物学的なメカニズムも不詳であるため、現時点のデー

タは心血管疾患との間に因果関係を証明するには不十

分であると委員会では判断された。

前半のセッションの最後は、放医研の吉永信治チーム

リーダーにより「ラドン被ばくとその影響評価に関す

る報告」及び「現在検討中のテーマおよび国内対応活動

について」の講演があった。ラドンについては、今回の

報告で初めて被ばく評価と影響評価までを一括して扱

うことになった。ラドンのリスクに関しては、これま

での多くの鉱山の疫学調査による結果と最近まとめら

れた屋内ラドンの疫学調査による結果の間に、大きな

矛盾がないとの判断がされた。2008 年以降に刊行され

る予定の報告書は、医療放射線被ばく、種々の線源に

よる公衆と作業者の被ばく、放射線事故からの被ばく、

人以外の生物への影響、チェルノブイリ事故の健康影

響の 5 つの課題であることが紹介された。UNSCEAR

に対応する国内活動について、2003 年に設立された国

内対応委員会（現在 17 名の委員で構成されている）と

110 名を超えるコレスポンデングメンバーによって支え

られていることが報告された。

5.今後の展望とUNSCEAR への期待

後半のセッションとして「今後の展望」と題して、放

医研重粒子医科学センターの丹羽太貫先生から、講演が

あった。この講演では、リスク評価の科学的基盤をさら

に強化する必要があることが指摘された。特に、LNT

（直線閾値なし）モデルは、リスク評価のための有力な

ツールであるが、集団線量によるリスク評価には限界

があることが認識されていると紹介された。 また、低

線量・低線量率放射線の科学的知見の評価が重要であ

り、そのために医療被ばくのリスク解析研究や高自然放

射線地域のリスク解析研究を重要視する必要があること

が指摘された。さらに、リスク評価の対象とその在り方

に対する検討として、非がん疾病リスクの検討における 

Causation（起因）と attribution（帰属性）の問題、また、

集団のリスクは確率を数値化することが可能であるが、

個人のリスクは、起こるか起こらないかのどちらかであ

るという問題が提起された。以上のリスク評価の問題を

含め諸問題の解決のために、国連科学委員会の機能を強

化する必要性が強調された。

次に日本放射線影響学会会長の大西武雄先生が

「UNSCEAR に期待すること」と題して講演された。日

本は唯一の被ばく国であり、人々には放射線に対するト

ラウマがあるが、その一方で放射線影響の研究者は世界

で最も多く、現在では質・量ともにトップレベルの研究

が行われている。特にがん治療や細胞分子の動きが可視

化できる研究技術や重粒子照射などの進展により、さら

に新たな研究の可能性が出てくる。今後も UNSCEAR

に重要な研究成果を提供するので、UNSCEAR でもそ

れらを正しく評価していただきたいとの意見が述べられ

た。参加者からは、現在医学教育では放射線影響の教育

が十分ではないのではないかとの指摘があったが、放射

線影響学会では、教科書を作成するなど努力していると

の回答があった。
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1.マイクロドーズ臨床試験とは

「マイクロドーズ臨床試験」とは、従来の第Ⅰ相試験

に入る前の段階で、人体に「マイクロドーズ」として定

義されるごく微少用量の薬物を投与し、薬物動態学的な

情報を得ることによって、本格的に臨床開発を進めるべ

き候補化合物を選定する試験デザインである。本稿執筆

時において、厚生労働省からこれを「治験」として実施

する際の考え方を示す指針案がパブリック・コメント募

集のため公表される直前にあるが、現時点で厚生労働省

が紹介している最新の考え方は、表 1 のようなものであ

る 1）。このうち、AMS、PET を用いる方法（①、③）では、

放射性同位元素（radioisotope：RI）で標識した薬物を

人体に投与するが、LC/MS/MS による方法（②）では、

RI を用いることはない。本試験についての指針が公示

されると、日本で初めて、RI を、それ自体が診断・治

療目的で使われることを想定せず、標識される薬物の作

用を分析するという純粋な研究目的により、健康な人に

投与する臨床試験を、行政当局が公認し、その考え方が

明示されることになる。

これまで RI 標識化合物で薬物動態を測定する mass 

balance 試験の国内での実施を可能にすることが日本薬

物動態学会などで 1990 年代初頭より要望されてきた 2）。

同学会の要望は、2003 年に「マイクロドーズ臨床試験」

の考え方が欧州医薬品庁（EMEA）によって明示される

と 3、4）、これを国内で実施可能とすることへの要望へと

引き継がれた。また、これらとは別に、PET を使った薬

物の臓器・組織内での分布を測定する臨床研究も政府に

よる研究助成の重要課題として推進されている。日本で

は、こうした RI を用いた分析技術を本格的に医薬品開

発に導入する動きが欧米と比べて遅れているのは、一方

では第二次世界大戦時の被爆体験が精
ト ラ ウ マ

神的外傷となって

いるためとの見方もある。他方、現在文部科学省管轄下

にある RI 取扱い規則と、厚生労働省管轄下の「治験」（新

薬承認申請のための資料収集を目的とする臨床試験）の

規則 5）の双方が複雑で詳細にわたるため、「相互乗り入

れ」が困難であることにも起因すると思われる。マイク

ロドーズ臨床試験に関する指針は、こうした両省庁間の

規制の整理・合理化、臨床研究における被験者内部被曝

評価の標準化・適性化にも寄与すると期待される。

2.「マイクロドーズ臨床試験」概念成立の背景

近年の医薬開発においては、様々な創薬技術の革新を

受け候補化合物が増大する一方、臨床開発に入ってか

ら承認に至るまでの時間とコストが著しく増大してい

る。この問題を克服するため、米国食品医薬品局（FDA）

では 2004 年、行政・製薬企業・アカデミアが連携し、

critical path と称する臨床開発後半より承認に至るプロ

セスを、科学的根拠に基づき効率化することを目指す戦

略文書が公表された 6）。ここには、画像診断や新たな分

析技術を用いたバイオマーカーを新規医薬品承認のエン

ドポイントとして活用する戦略も示されている。

これに先立ち、1990 年代後半に欧米では「human 

screening」「screening phase Ⅰ」といった考え方、すな

わちヒト被験者を使う臨床試験によって、臨床開発にの

せるべき医薬品を選定する手法が議論されてきた。FDA

では 1996 年に非臨床毒性試験データの要件の緩和策に

ついてのガイダンスが出された 7、8）。一方、当時の英国

では健常人を対象とする第Ⅰ相試験が医薬品規制法の

適用範囲外にある中で、マイクロドーズ臨床試験が商

業的な受託会社によって事業化され、他の欧州諸国でも

実施されるようになった。この後、欧州連合（EU）で

は 2001 年に「臨床試験指令」が公布され、2006 年ま

でにその時点での新規加盟国も含む加盟 25 か国で、健

常人・患者対象を問わず、アカデミアの自主研究も含め

て、全ての臨床試験（医薬製造物を用いるもので、試験

的な介入・観察方法を含むもの）に適用される法規制を

策定すべきことが求められた 9）。この状況の中で、欧州

医薬品庁（EMEA）では 2003 年に、マイクロドーズ臨

床試験の概念を明確化し、これに必要とされる非臨床毒

性試験を通常の第Ⅰ相試験よりも少なくできるとする考

え方を明示した。その後 2006 年には、FDA から、マ

イクロドーズ臨床試験、及び、「マイクロドーズ」より

も用量を上げて作用機序や proof of concept（POC）を

みるけれども従来の第Ⅰ相試験のように高用量で副作用

の発現（認容性）をみるところまでは計画に含まない、

exploratory-IND すなわち「探索的臨床試験」に必要と

される非臨床毒性試験についてのガイダンス文書が出さ

れた 10）。このように、欧州と米国では、シーソーゲーム

のような応酬によって、科学的方法論と、科学・倫理の

「マイクロドーズ臨床試験の倫理的・社会的意義（1）」
−指針作成の背景−

分子イメージングセンター 客員研究員
栗原  千絵子

表１　マイクロドーズ臨床試験とは

厚生労働省審査管理課「有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会」第9回（2007年7月27日）資料4より抜粋。なお、パブリック・コメント版では、PETに加えて
SPECT（Single-Photon Emission Computed Tomography）により測定する方法も記載される予定である。

被験物質が薬理作用を示すと考えられる投与量の 1/100 未満かつ 100 μ g/ ヒト以下の用量（＝およそヒトで薬理作用が
発現しないと考えられる用量）によるヒトへの単回投与臨床試験。（参考： 臨床評価 33 巻 3 号（2006））

※ 具体的な試験方法
① 被験物質を放射性元素（14Ｃ）で標識し、当該被験物質をヒトに投与。加速器質量分析法（AMS：Accelerator Mass 

Spectrometry）を用いて血漿中又は尿中の濃度を測定し、被験物質の未変化体や代謝物のヒトにおける薬物動態情報を得る。
② 放射性元素で標識しない被験物質をヒトに投与し、高感度の LC/MS/MS 法（タンデムマス法；液体クロマトグラフィー

に質量分析計が２つ繋がった装置によりごく微量の被験物質の定量を行う方法）により、未変化体の体内動態を測定する。
③ 被験物質を 11Ｃ、13Ｎ、15Ｏ、18Ｆ等で標識し、当該被験物質をヒトに投与。陽電子放射断層撮影法（PET：Positron 

Emission Tomography）を用いて被験物質の臓器・組織内での分布状況を画像により経時的測定を行う。

EU
欧州医薬品庁（EMEA） Position Paper （2003年1月）
○マイクロドーズ臨床試験の定義 ⇒ 非臨床毒性試験の要件の緩和

ICH-M3で
ハーモナイズ

US
米国FDA Guidance for industry （2006年1月 ）
○マイクロドーズ臨床試験の定義  ⇒ 非臨床毒性試験の要件の緩和
◎探索的臨床試験の定義　　

JP

厚生労働省審査管理課「早期探索的臨床試験の実施に関するガイダンス」
（2007年内に第1部の案につき意見募集予定）
○マイクロドーズ臨床試験の定義  ⇒ 非臨床毒性試験の要件の緩和
◎探索的臨床試験の定義　　

□マイクロドーズ臨床試験・探索臨床試験について以下を明示
　　・治験薬GMP（製造物信頼性保証）の要件の柔軟な運用
　　・内部被曝量の評価についての考え方
　　・RI取扱い規制の整理（文科・厚労）

表２　欧州、米国、日本におけるマイクロドーズ臨床試験・探索臨床試験についての考え方

大量生産を想定していた治験薬
GMPの早期開発向け柔軟な運用

・
日本で初めて研究目的のRIヒト投与

の公的な考え方を明示

今後の臨床開発
へのインパクト
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水準を落とさずに規制緩和するためのルールづくりを討

議し実現してきた 11）。

さらに、日米欧三極による医薬品承認要件の規制調和

のための ICH（日米 EU 医薬品規制調和国際会議）では、

臨床試験の各段階までに得られているべき非臨床毒性試

験データの要件を定めた M3ガイドライン（2000 年）12）

の改訂作業が 2006 年秋より着手された。この中で、上

述の EMEA、FDA の文書に示されるマイクロドーズ臨

床試験、探索的臨床試験に必要な非臨床毒性試験につい

ても三極の考え方の調和が図られることとなった。日本

では、これら国際的な動向、日本国内での関連業界の要

望を受けて、マイクロドーズ臨床試験・探索的臨床試験

についての指針が作成されることとなった。欧米の文書

及び ICH-M3 は、臨床試験の実施に必要とされる非臨

床毒性試験についての考え方を示したものであるのに対

し、日本の指針は、治験薬の製造物としての信頼性保証

のための治験薬 GMP13）、内部被爆量の評価についての

考え方、RI 取扱い規制の整理・明確化なども含んだ内

容となっている（表 2）。

3.日本国内における指針作成の背景

日本国内の背景を遡ると、日本薬物動態学会、日本臨

床薬理学会、日本トキシコロジー学会、日本核医学会、

日本分子イメージング学会、日本質量分析学会などの関

連学会、及び日本製薬工業協会が、マイクロドーズ臨床

試験の国内導入の必要性について討議してきた。中でも

日本薬物動態学会 2004 年学術年会では辻彰会長の講演

及びフォーラムでの議論 14）を受け、学会員を中心に学会

とは別組織として 2005 年 12 月「有限責任中間法人医

薬品開発支援機構」（以下、APDD）15）が設立され、そこ

に「中央倫理審査委員会」「放射線内部被曝評価委員会」

が設置された。同法人はその定款に、ヒト RI 試験にお

ける内部被曝線量評価を事業として行うことも定めてい

る。その後日本薬物動態学会ではマイクロドーズ臨床試

験の指針作成を希望する意見書をまとめた 16）。さらに、

2006 年から 2007 年にかけて同学会理事の一人である杉

山雄一が「マイクロドーズ・探索臨床試験研究会」（以下、

MD 研究会）17）を主導し、指針作成の提言 18）や、マイク

ロドーズ臨床試験に関する成書 19）をまとめ、科学・倫

理・規制面からの論点整理を行った。この研究会に筆者

は第二回から参画している。2006 年末の内閣府総合科

学技術会議では、マイクロドーズ臨床試験を含む早期探

索的臨床試験につき早急に検討し、2007 年夏までに結

論を出すべきとする報告書が採択された 20）。続いて厚生

労働省では大野泰雄を主任研究者とする「我が国におけ

る探索的臨床試験等のあり方に関する研究（H18- 特別 -

指定 -048）」が設置され、杉山他 APDD・MD 研究会メ

ンバーの一部が研究班に参画、研究班主任研究者より、

MD 研究会メンバーで構成される APDD 内小委員会に

指針案の作成が委託され、同委員会がこれを論文として

公表した 21）。研究班と APDD 内小委員会は常時連携し、

2007 年 8 月末には APDD 内委員会による案を研究班に

て吟味し最終化し、「早期探索的臨床試験の実施に関す

るガイダンス」（案）として厚生労働省に提出、現在（2007

年末）厚生労働省でパブリック・コメント用の指針案が

公表される直前にある。

4.医薬品開発戦略の刷新に向けて

図 1 に示すデータでは、基礎の創薬開発研究から、臨

床試験に入るかどうかを決定するための一連の非臨床試

験の段階までに、候補化合物は約 40 万個から 235 個ほ

どに絞られる。その後、臨床試験に入ってから、製造販

売承認に至るまでに、有効性・安全性などの問題から開

発中止となり、承認まで辿り着いたのは、このデータで

は 36 個である（成功確率 1 万 1,299 分の 1）。一般的に

は、臨床試験に入ってから承認に至る成功確率は約 5 分

の 1 とされる。この間、医薬品の種類によってもかかる

時間と費用は異なるが、10 数年の歳月、総計数百億円

の開発費用がかかるとされている。

マイクロドーズ臨床試験は、第Ⅰ相試験に入る前段階

の非臨床試験のプロセスの中で、通常よりも早く人を対

象とする臨床試験を行い候補化合物を選定するものであ

る。これにより承認に至るまでの時間や費用を短縮でき

るとは限らないが、適切な化合物をヒトでの候補化合物

スクリーニング試験によって選定することで、成功確率

を高めることを企図している 22）。非臨床試験のプロセス

と言っても、あくまでも薬事法上の「治験」として届出

を提出した上で実施することにより被験者の保護を確保

し、選ばれた薬剤で、新たに第Ⅰ相から第Ⅲ相までの臨

床試験を行うことを前提としている。これにより不必要

な動物実験を出来る限り削減し、「ヒトのことはヒトで」

調べ、さらにヒトにおける毒性よりも薬物としての作用

が優れているかどうかを先にみて、優れた医薬品を選ん

でからヒトに負担のかかる毒性をみる第Ⅰ相試験を開始

する、というコンセプトである（表 3）。

また、日本の指針案は欧米のガイダンス及び ICH-M3

ガイドラインとは異なり、治験薬 GMP、被験者内部被曝、

RI 取扱いまでを含む包括的なガイダンス文書として機能

することが目指されている（表 2）。本指針作成を契機に、

治験薬 GMP 自体もその柔軟な運用を可能にする改訂作

業が着手され、ほぼ同時期にパブリック・コメントが募

集される予定である。これまで日本では、臨床開発の初

期から、市販後の大量生産を想定した治験薬 GMP が適

用されてきたので、その運用改善は今後の医薬品開発に

大きなインパクトを与えると予想される。すなわち、臨

床開発の初期から後期（critical path）に至るプロセスで、

市販後を想定した厳格な諸規則の運用が柔軟な運用へと

改善され、RI を用いた分析・画像技術を応用すること

によって、より優れた医薬品を効率よく上市に結びつけ

【動物実験、試験官内実験】 【人を対象とする試験】

基礎研究 非臨床試験

治験届

臨床試験

薬物動態
毒性試験

第Ⅰ相試験 第Ⅱ相試験 第Ⅲ相試験 承

認安全性・薬理・動態 用量反応
有効性の探索

有効性の検証

（被験者数）数10人前後 （被験者数）数10人 （被験者数）数100人

化合
物数 406,753

成功
確率

年数

1

2，3年～

235

1：1,731

3～5年

36

1：11,299

2～3年
（審査・承認）3～7年

化合物数・成功確率は、文献1に記載される日本製薬工業協会によるデータ（国内企業18社の例：1995～1999年）より。図１：医薬品開発プロセスと成功確率
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ることが期待される。こうした開発戦略により、マイク

ロドーズ臨床試験・探索臨床試験に続く第Ⅰ相 ~ Ⅲ相の

プロセスの海外流出を防ぎ、治験の空洞化問題の解決を

促すとともに、海外の被験者を human screening に使う

という道義的問題を克服することにも寄与することが期

待される。

次回は、厚生労働省による指針案公示後に、その内容

を概説する。
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表３　マイクロドーズ臨床試験の倫理・社会的メリット

１．被験者の保護と信頼性保証：「治験」の枠組み（薬
事法 +GCP 省令）で実施されることにより以下
を確保できる：

　・適格基準に合致する被験者選定・同意取得とプ
ロトコル遵守

　・モニタリング・監査によるデータの信頼性
　・万が一の場合の有害事象の管理と被験者への補

償
２．動物・ヒトにやさしい開発コンセプト
　・動物による毒性試験を軽減：ヒトのことはヒト

で薬物を選定
　・ヒトによる認容性（毒性）をみる前に動態・薬

理で薬物を選定
３．国内での早期臨床開発の促進
　・海外被験者を早期開発に使う道義的問題を克服
　・マイクロドーズ・探索的臨床試験に続く phase 

1 ～ 3 の連続的な国内先行体制を期待
　・治験の空洞化・ドラッグラグ問題の根本解決
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Research Coordination, Planning and Analysis が支援

部門として置かれている。

臨 床 放 射 線 及 び 病 院 部 門（Institute for Clinical 

Radiology and Clinic）の中には、以下の Departments

がある。

◇ Department of Radiation Induced General and 

　Endocrine Pathology　（後述）

◇ Department of Health Monitoring of Atomic

　Energetic and Industry Workers

　（現在の作業者の健康管理）

◇ Department of Radiation Psychoneurology

◇ Department of Therapy of Radiation Consequences 

◇ Department of Hematology and Transplantology

◇ Department of Radiation Pediatry, Congenital and

　Hereditary Pathology

　（被ばく第 2 世代の疫学を含む）

◇ Unit of Children Hematology

◇ Department of Clinical Immunology（検査部門）

その他に、Clinic が臨床部門としてある。

RCRM の大きな業務は、11 万人いるチェルノブイリ

の後処理作業者のフォローアップと健康管理である。こ

の集団は、1 年に 1 回近所の医療機関でフォローアップ

され、そのデータは国が管理している。この疫学研究は

研究所の重要テーマである。ただ、最近はこのフォロー

アップが不完全で、十分なデータ収集が徹底していない

のが実態である。この研究所では特に血液疾患をよく調

べている。

RCRM の病院は 500 床ベッドを持っており、主に汚

染地区居住者、避難した元住民、それらの人たちの第 1

世代の子供たちを診療している。その意味でここは、保

健省によって設立されたチェルノブイリ被災者のための

専門病院といえる。ただし、20% 程度は、その他の一般

の人も診療している。治療としてはがん以外の疾患を主

に扱うが、血液悪性腫瘍は扱っている。

放射線一般・内分泌病理部
（Department of Radiation Induced
  General and Endocrine Pathology）

Department of Radiation Induced General and 

Endocrine Pathology, Institute for Clinical Radiology

は、高線量被ばく患者の医療の中心的役割を担う。も

とは、1986 年に設立された Department of Radiation 

Pathology が前身であるが、近年名前が変わった。高線

量被ばく患者の治療と、そのフォローアップをしており、

WHO の REMPAN 協力センターとしての機能の中心で

もある。チェルノブイリの高線量被ばく患者のフォロー

アップもこの部門で行われている。高線量被ばく患者の

フォローアップは、現在 Senior Scientist の Dr. David 

Belyi が中心になって行っている。因みに、高線量被ば

くとは、0.5 Sv 以上を言っている。

設備としては、特に特別な設備（除染室等）を保有す

るわけではなく、軽度のクリーンルームを持つのみであ

る。本格的無菌室（isolation） が必要な患者が発生した

場合、骨髄移植用の病棟を使用する。被ばく患者発生の

際は病院全体で対応する体制になっている。チェルノブ

イリ以降は、幸いなことに高線量全身被ばくの症例は発

生していないとのことである。局所被ばくの症例が少数

例あるのみである。

Department of Radiation Induced General and 

Endocrine Pathology の 医 師 ス タ ッ フ は、 部 長 1 名、

senior scientist 1 名（Belyi 先生）、その他の医師 4 名で、

看護師等その他のスタッフが 20-30 名いる。2 病棟 60

ベッドを持つが、通常、フォローアップ患者の他、消化

器疾患や循環器疾患の患者を診療している。病棟を見学

させて頂いた際に、1 名のチェルノブイリ高線量被ばく

後のフォローアップ患者さんにもお会いした。

見学させて頂いた 2-3 の病室（図 4）は、ベッドの数

が多い他は一般のホテルの様で、病室にはあまり医療設

ウクライナ放射線医科学研究所 （Research Centre for 

Radiation Medicine；RCRM） はウクライナ、キエフ市

に本部をおく研究所である。放医研と共通する研究領域

が多く、これまでも交流があり、2003 年に正式に機関

間協定を締結しているが、特定の領域に限られているこ

ともあり、放医研内では最近知る人が限られてきた。今

回、筆者の白石が 2006 年 9 月に、立㟢が 2007 年 3 月

に訪問したのを機に、概略の紹介を試みたい。

研究所の全体像

RCRM の前身は放射線医学全ソ科学センター（All-

Union Scientific Centre for Radiation Medicine , 略して

AUSCRM）である。チェルノブイリ事故後 1986 年 10

月に、旧ソ連邦により事故対応のために設立された。初

代所長は 14 年務めた創始者の Anatolij Y. Romanenko 教

授 ,　現在の所長は Volodymyr G. Bebeshko 教授である。

設立目的は、チェルノブイリ事故の影響、特に健康影響と

環境影響を推定し、線量計測を行い、対応策を勧告するこ

とである。また、事故の影響を受けた、250 万人の人々と、

現在も汚染地域に居住している人々を援助することも使

命である。したがって同研究所は、放射線被ばく医療か

ら被ばく線量評価、チェルノブイリのシェルター内での

作業者の放射線防護、健康管理を扱っている。そして、

被ばく線量評価のためのバイオアッセイや、事故後初期

の外部被ばくと内部被ばくの線量再構築も行っている。

1991 年にソ連邦の解体に伴い、現在はウクライナ

の国立研究所となり、ウクライナ医科学アカデミー

（Academy of Medical Science of Ukraine） と 保 健 省

（Ministry of Health）の両方に管轄され、研究面は前者

に、臨床業務は後者に監督されている。また、予算的に

は Ministry of Emergency の援助も一部受けている。

同研究所は、3 つのキャンパスを持つ。本部はキエ

フ市内の 53 Melnikov Street, Kyiv 04050 に位置し、事

故後に元病院の建物を改造して利用し始めたものであ

る（図 1）。研究部門の一部は郊外のプスチャバディー

ツアにあり、病院、臨床研究部門と環境・生物研究部

門の一部はキエフメトロのジトミ - ルスカ駅の前の 119 

Prospect Peremogy に位置する。Prospect Peremogy の

キャンパスは 1999 年にできた（図 2、3）。

RCRM には下記の 3 つの研究部門が上記の 3 ヶ所の

キャンパスに入り組んだ状態で存在する。2007 年の職

員数は 1442 人で、内 180 人は科学者であり、この 180

人中約 100 名は医師である。また、診療をもっぱら行う

医師が 201 名いる。

組織構成

研究所の組織としては、

1.Institute for Clinical Radiology and Clinic

2.Institute for Radiation Hygiene and Epidemiology

3.Institute of Experimental Radiology

の 3 研 究 部 門 か ら な り、 そ の 他 に Department of 

「ウクライナ放射線医科学研究所（ＲＣＲＭ）紹介」

緊急被ばく医療研究センター被ばく医療部障害診断室　室長
立崎英夫
緊急被ばく医療研究センター被ばく線量評価部内部被ばく評価室  室長
白石久二雄

図１　ＲＣＲＭ本部の表札
ウクライナ医学アカデミー
放射線医科学センター

図２．病院の表札
ウクライナ医学アカデミー
放射線医科学センター、
病院、キエフ
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WBC研究室（Whole Body Counter Laboratory）

WBC（全身カウンター）による体外計測法に関しては

O.M.Perevoznikov 教授が担当している。設立当時は本部の 1

階に研究室があったが、現在の病院の方に移動した。ここは

なじみが深い研究室で、事故直後から内山元部長がファントム

を持参して相互比較を実施した所である。複数の whole body 

counter （図 5、6）を保有しており、常時フォローアップ被災者

の測定を行っている。Whole Body Counter Laboratory には 10

人のスタッフがおり、 whole body counter としては、NaI を使

用した 4 台の座位型と、鉄シールドを備えた精密測定用の 1 台

を保有する。ファントムの開発も行っている。また、吸入によ

る肺の放射性物質汚染の例が約 20 例有り、これらの測定も行っ

たとのことであった。

国内体制として、whole body counter の測定が 57 カ所でで

きるようになっており、これらのサポートもここで行っている。

これまで 70 万人の測定実績を持つ。

また、移動式の線量測定専用バス 1 台があり（図 7）、このバ

スに whole body counter も 2 セット積んでいる。このほかに、

バスには、食物等測定用のγスペクトロメーターと居住用のス

ペースがあり、地方を巡回して測定活動ができるようになって

いる（図 8）。

図４　病院の病室（５人部屋）

図５　外来で使用しているウクライナ製whole body counter

図6.　鉄シールドに囲まれたwhole body counter図7.　線量測定バス

図8. 線量測定バス内部配置図： が資料測定室、 がwhole body counters、 が居住スペース

ベッド

テーブル 入口

キャビネット

遮へい板

WBC台所

Ⅲ Ⅱ

Ⅰ

備等（配管やモニター類）も目立たず、軽症患者を中心

に扱っている印象を持った。

高線量被ばく患者のフォローアップに関しては、当初

237 名が acute radiation syndrome （ARS） を示すとされ

たが、2-3 年後に見直しを行ったところ、134 名は ARS

が確認され、103 名は、登録の間違いであったことが判

明した。確認された 134 名中、28 名は 3 ヶ月以内に死

亡している。1986 年以来、192 名がキエフでフォロー

アップされており、17 名は国外にいることが確認され

ている。フォローアップ群中、1987-2006 年の間に、32

名が死亡した。従って、2007 年 1 月時点では 160 名が

フォローされている。これらのフォローアップ結果は、

IAEA TECDOC 1300, 2002 年 , に中間報告されている。

現在フォローアップは年 1 回行われ、RCRM の病院に

入院して、入念な検査が行われる。

放射線衛生・疫学部研究部門
（Institute for Radiation Hygiene 
 and Epidemiology）

他の被ばく医療関連研究・活動としては、放射線衛生・

疫学部研究部門の中に 線量と放射線衛生部（Dosimetry 

and Radiation Hygiene Department）がある。筆者の一

人、白石とはチエルノブイリ事故以来、長期に渡つて

の共同研究のカウンター・パートである。部長は I.A. 

Likhitarev 教授で線量に詳しい医師で、ICRP Committee 

2 の委員でもある。6 つの研究室から構成されている：

①内部被ばく研究室（Laboratory of Internal Exposure 

Dosimetry）は I.A. Likhitarev 教授の兼任、②放射線防

護室（Laboratory for Radiological Protection）は L. M. 

Kovgan 博士が線量モデルやリスク評価について、③

外 部 被 ば く 研 究 室（Laboratory of External Exposure 

Dosimetry）は V. V. Chumak 博士により ESR と TLD に

よる線量推定を主体に、④ WBC 研究室（Whole Body 

Counter Laboratory）は O. M. Perevoznikov 教授が（後

述）、⑤放射線衛生とモニタリング研究室（Laboratory 

of Radiation Hygiene and Monitoring）は S.Y. Nechaev

博士がセシウム（Cs）とストロンチウム（Sr）を主体

に研究、⑥線量評価支援放射化学室（Laboratory for 

Radiochemical Support of Dosimetry）の M.Y. Tygankov

博士がバイオアッセイについて（後述）研究している。

改組前に、セシウムに関して体内汚染除去剤の研究をし

ていた、旧内部被ばく汚染予防研究室の V.N. Korzun 医

学博士、衛生学ならびに環境学の大御所の旧放射生態学

研究室の I.P. Los 博士は Marzeev 衛生・医生態学研究所

に部長として異動された。

余談ではあるが、チェルノブイリ事故後、日本の援助

並びに旧ソ連との共同研究は AUSCRM を窓口にして始

まった。当時の小林定喜安全解析部長を筆頭に、医学関

係では青木芳朗氏、物理関係では中島敏之氏、丸山隆司

氏、環境関係では内山正史氏など、放医研の大先輩達が

関与してソ連崩壊後もしばらくの間、交流は継続した。

しかし、これらの先生方は退職され、放医研では事故直

後からかかわってきたのは白石（筆者）のみになった。

　最近、ウクライナとの共同研究を見直す動きがあり、

吉田聡グループリーダーにより活動が開始されている。

図３　Prospect Peremogyのキャンパスの管理部門棟（右側薄茶色）及び入院
病棟（左側）
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寝台特急『北斗星』号　千歳線　苗穂駅にて

寝台特急というと、昭和 33 年に東海道線に登場した寝台特急“あさかぜ”を思い浮かべる人は多いと思う。当時は動く
ホテルなどといわれて斬新な列車だった。その後、東海道線東京駅には“さくら”“みずほ”“出雲”“瀬戸”など、たくさん
の寝台特急が運転されていた。

一方、東北地方にも寝台特急が設定され、主に青函トンネルができる前の北海道への足として、“ゆうづる”“はくつる”
などといった名門列車が多数運転されていた。特に、濃いブルーの車体に白色、銀色、金色の帯を纏った客車を機関車が
牽引する列車は、「ブルートレイン」の愛称で呼ばれて大変な人気の列車であった。当時東京駅、上野駅を発車するのは人々
の憧れだったという。しかし、新幹線や航空機などの交通網の発達によって、時間がかかりすぎることもあり、次々に縮
小されていった。現在、ブルートレインとして残る列車は九州方面の“はやぶさ”“富士”“なは”“あかつき”上野発の“北
斗星”“あけぼの”“北陸”日本海を結ぶ“日本海”くらいになってしまった。（“トワイライトエクスプレス”“カシオペア”も
客車であるが、ブルーではないためブルートレインと呼ぶのだろうか）。

このうち、寝台特急“北斗星”号は、昭和 63 年に青函トンネルが完成したときに登場した列車で、世界初の海底トンネ
ルをとおり北海道へ行くため、「朝起きたらそこは北海道」というキャッチフレーズと豪華な車内設備で大人気となった。

特に北海道内では、赤い機関車をわざわざ北斗星用に青く塗るなどしたため、写真の被写体としても人気の列車である。
私も北海道へ旅行に行ったときに撮影することができた。先頭と 2 両目の機関車は北海道内のみで牽引するため、関東

に住む私にとってはなかなか撮影できないので良い思いでになった。
企画部企画課　三井正紀

寝台特急ブルートレイン

SR  Salon  Photograph

線量評価支援放射化学室　
（ Laboratory  for  Radiochemica l 
Support of Dosimetry）

緊急被ばくにおいて、解決すべき問題の一つとして、

時間のかかる被ばく者の排泄試料に関して、早く線量推

定を行うためにバイオアッセイの迅速化が挙げられる。

この線量評価支援放射化学室においては、チェルノブイ

リ事故炉の SIP（Shelter Implementation Plan）プロジェ

クトで働く作業者の糞、尿の分析を実施している。現実

的にプルトニウム（Pu）で汚染された試料もあるとのこ

とで、今回、情報の交換に訪問して共同研究を開始した。

室長の Tygankov 博士の案内中に撮った写真を紹介する。

チェルノブイリの現場においてポータブル・トイレ（図

9）で収集された糞試料はバー・コード管理され、キエフ

の研究所のフリーザーに保存される（図 10,11）。順次、

糞試料は蒸発皿に移された後に高温で灰化される。ビル

の 5 階の研究室内で処理されるため、電気炉は全体が完

全にドラフト内に入れられていた。故に、この種の試料

処理で頭を痛める臭気は室内においてほとんど感じられ

なかった（図 12、13）。灰試料は化学分離の後に電着し

て Pu 等の超ウラン核種をα- スペクトロメーターで測

定する。測定室には約 100 個の検出器が並んでおり、こ

れを見た時はさすがにびっくりした。これほど沢山の数

を揃えた場所をこれまで見たことがなく、その取扱量と

意気込みを痛感させられた（図 14）。紙面の都合で割愛

するが、β核種の分析、呼気からの被ばくに関してもこ

こではデータを蓄積しており、放医研の緊急被ばく部門

として共同研究ができることは有益である。

結語

RCRM は、高線量被ばくも含めたチェルノブイリ事

故の治療や線量測定に実際に携わってきた実績があり、

その成果が英語圏で十分知られていない面もある。今後

も、共同研究や情報交流が有益と考えられた。

図９．試料収集用のポータブルトイレ 図10．作業者の糞試料の分析前保存 図1１．資料はバーコードで管理

図12. 完全カバーされた電気炉（中央） 図13.　灰になった糞試料 図１4．検出器108個のα-スペクトロメーター、シガンコー
フ博士と筆者（白石）
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放射線関連の研究会か何かに出席のため名古屋に行っ

たときのことである。少し時間を早めて犬山にある博物

館明治村を訪ねた。もともと昔の建築物が好きな性質で

ある上に、明治村にはぼくが小学生時代いつも使ってい

た宇治山田郵便局がここに移設されていて、是非これに

再会したかったからである。この郵便局は珍しい形をし

た局舎を持ち、美術的にも優れているとぼくは思ってい

る。今は伊勢市というが、その頃は宇治山田市といい、

外宮の正面にこの郵便局が建っていた。伊勢神宮の門前

町としてできた小さな市である。

懐かしい宇治山田郵便局を見てから、いろいろ歴史的

に興味深い建築物を訪ねたが、その中に夏目漱石が東京

本郷（文京区）千駄木町に住んでいた頃の家もあった。

瓦ぶき、平家、縁側、障子、たたみなどの昔のごく一般

的な庶民の家である。「吾輩は猫である」を書いた家な

のだそうである。漱石は何度も転居しているから、この

家とはかぎらないが、有名になってからは、彼の家に多

くの文学、美術その他の分野の人達が集まってきて漱石

の座談を聴くことが一週間に一日くらいずつあったそう

である。画家の津田青楓は小宮豊隆につれられて漱石邸

の門をくぐったが、漱石は絵を買上げたり、仕事を紹介

してくれたりして長く良い付き合いが続いた。漱石の晩

年の著作「道草」と「明暗」の装丁は青楓が手がけたも

のである。

英文学者で随筆家の戸川秋骨氏も漱石を先生と呼んで

尊敬していた一人であるが、或る年の正月のこと皆が漱

石邸に集まることがあって、夕刻近くにうかがったそう

である。漱石先生の書斎は板敷で次室より一段高くなっ

ているそうである。そこに漱石の座があり、その左右の

スペースには漱石と同輩というか友人というか、そのよ

うな立場の人達がすわっていた。そして次の部屋には先

生門下の人達つまり若い人達がつめかけていたという。

　安倍能成（後に旧一高校長、文部大臣）や生田長江な

どもそのあたりにいたそうである。秋骨氏によれば、こ

の部屋の人達は自分達を衆議院と呼び、上段の部屋の人

達を貴族院と呼んでいたそうである。面白いことをいう

ものである。秋骨氏はこの衆議院が気に入っていたとい

う。

このように多くの人を惹きつける不思議な力を漱石は

備えていたのである。その力は単一のものではなく、い

くつもの要素が集っていたと思われる。その中でも重要

なものは座談が上手で内容が豊かだったことであろう。

話題がたくさん頭の中に入っていたのである。　　秋骨

氏は次のようなエピソードを書いている。秋骨氏が散歩

中の漱石に行きあったとき、漱石の立ち話がはじまった。

文学談、評論など話は長くなった。その間に若い男女が

通りがかり、道が狭かったので漱石達をよけて通ろうと

して崖側にすべり落ち、婦人は折角の美しい着物を泥で

汚してしまった。近くの茶屋に入って汚れを落とし、再

びあらわれるまで相当の時間がかかったが、漱石の立ち

話はまだ続いていたというのである。

漱石の頭の中には無限に知識が入っていたと思われ

る。漱石が文部省の命令でロンドンに二年間の留学をし

た時も、そのほとんどの時間、下宿にこもって読書をし

ていたことは有名である。よく知られている修善寺の大

患といって死にそうになるほどの重病でふせっていた時

の日記を読むと、毎日英文の文学史や評論の書物を読み

つづけていたことが述べられている。驚嘆すべき読書力

を持つ人だったのである。このことが魅力的な座談を生

み出し、聴く人達を飽かせなかったのだと推測される。

とくに衆議院の若い人達は漱石邸の集会日を楽しみにし

ていたそうである。漱石はおこりっぽく、へそ曲りだっ

たという話はいくつも伝えられているが、一人の人間は

一面だけで出来ているのではなく、多くの面を備えてい

るものである。衆議院の若い人達には大変親切にしても

らったり、引立ててもらったり恩義を忘れない人が多く

いるそうである。

ICHIKAWA   RYUSHI（元放医研科学研究官）

漱石邸の衆議院
市川龍資

3�

《編集・発行》

独立行政法人　放射線医学総合研究所
〒 263-8555　千葉市稲毛区穴川 4-9 -1　
電話 043（206）3026　Fax.043（206）4062　 Eメール info@nirs.go. jp

（禁無断転載）

第51巻 第 1号
2008 年 1 月 15 日発行

《編集委員会》

　　委員長
　　委員

　　事務局　岡本　正則

酒井　一夫
内堀　幸夫
白川　芳幸
高田　真志
玉手　和彦
加藤　博敏

金澤　光隆
小橋　 元
菊池　達矢
長谷川純崇
神田　玲子

石井　伸昌
立崎　英夫
鈴木　敏和
杉森　裕樹

編 集 後 記

シンポジウム  「第五福竜丸を振り返って」（日本放射線影響学会第 50 回大会・市民講座）

    緊急被ばく医療研究センター　センター長   明石  真言

    「Progress in Heavy-ion Radiotherapy」
　　　　 −炭素線治療−物理・生物・臨床−
    重粒子医科学センター   物理工学部　金井  達明

研究レポート「マイクロドーズ臨床試験の倫理的・社会的意義（２）」
　　　　 −指針案の公示と今後の展望−
 分子イメージング研究センター 運営企画ユニット　栗原  千絵子

    「放射線で誘導される生物効果のバイスタンダー効果の線質依存性」
    重粒子医科学センター   粒子線生物研究グループ　鈴木  雅雄

次  号  予  告

謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年も宜しくお願いいたします。昨年は放医研の 50

周年にあたることもあって、放医研の過去、現在、未来を紹介する機会が数多くありまし

た。今月号の特集は、その締めくくりともいえる 3 つのシンポジウム「UNSCEAR の最新動

向と放射線影響研究の展望について」「第五福竜丸を振り返って」「Progress in Heavy-ion 

Radiotherapy」を紹介する内容になっています。

現中期目標に書かれておりますように、放医研に期待されているミッションとして、放射

線の人体への影響に関する研究開発、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関す

る研究開発、放射線の医学的利用に関する研究開発並びに緊急時被ばく医療の体制整備等が

あります。シンポジウム紹介記事等を通じて、こうしたミッションへの取り組みとその成果

をご理解いただき、読者のお一人でも多くの方に、放医研のサポーターになって頂ければと

職員一同願っております。

創立 51 周年の今年は、文字通り一からのスタートの年です。「放射線科学」も新たな切り

口での特集を次々にお届けする予定です。引き続きご愛読の程宜しくお願いいたします。
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